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午前１０時００分 開会

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） これより、予算決

算常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は27名で、定足数に達して

おります。よって、直ちに会議を開きます。

本定例会において、予算決算常任委員会に付託

された議案は、議案第69号から第80号まで、第85

号及び第86号の以上14件であります。

審査に当たりましては、お手元に配付しており

ます日程表のとおり、一般会計、特別会計、企業

会計の順序で進めてまいりたいと思います。

審査に先立ち委員の方にお願いいたします。質

疑される方は、質疑する款項目かページを申し添

えて質疑を願います。

答弁される理事者の方へお願いいたします。答

弁する際は、職名を添えて大きな声で委員長に発

言を求めていただきます。また、時間の関係もあ

りますので、答弁は要領よく簡潔に願います。

まず、議案第69号令和３年度弘前市一般会計補

正予算(第８号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。
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◎財務部長兼健康こども部理事（森岡 欽吾）

議案第69号令和３年度弘前市一般会計補正予算

(第８号)について御説明申し上げます。

その内容は、歳入歳出予算の総額に２億8669万

8000円を追加し、補正後の額を790億2241万5000

円とするほか、継続費及び地方債の補正をしよう

とするものであります。

継続費の補正は、私立保育所等整備事業に係る

追加１件であります。

地方債の補正は、同事業などに係る変更３件で

あります。

それでは、歳出予算について御説明申し上げま

すので、９ページをお開き願います。

２款総務費１項総務管理費３目財産管理費の４

億2076万1000円は、令和２年度決算における実質

収支の確定に伴い、財政調整基金積立金を追加す

るものであります。

４目企画費の264万5000円は、食で応援！学生

支援業務委託料を計上するものであります。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費

の631万1000円は、次世代医療基盤法に基づく医

療情報提供に係る経費を計上するほか、中国残留

邦人等医療支援給付費を追加するものでありま

す。

10ページをお開き願います。

２項児童福祉費１目児童福祉総務費の１億9387

万8000円の減額は、私立保育所等整備事業費補助

金を減額するほか、私立保育所等ＩＣＴ化推進事

業費補助金を追加するものであります。

４款衛生費１項保健衛生費７目健康増進対策費

の1210万円は、健康管理システム改修業務委託料

を追加するものであります。

５款労働費１項労働諸費１目労政費の165万円

は、資格取得チャレンジ支援事業費補助金を追加

するものであります。

11ページの６款農林水産業費１項農業費３目農

業振興費の2439万9000円は、販売促進活動用カッ

トりんご加工業務委託料及び産地生産基盤パワー

アップ事業費補助金を計上するほか、中山間地域

等直接支払制度交付金を追加するものでありま

す。

８款土木費２項道路橋りょう費６目地方道改修

事業費の1000万円は、堰根下線道路改築工事を追

加するものであります。

12ページをお開き願います。

10款教育費４項社会教育費１目社会教育総務費

の271万円は、成人式に係る委託料などの経費を

追加するものであります。

次に、歳入予算について申し上げますので、５

ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源として、16款国庫

支出金、17款県支出金、22款諸収入及び23款市債

をそれぞれ計上するほか、21款繰越金を追加し、

23款市債のうち臨時財政対策債の減額を行い、12

款地方交付税５億3283万2000円の追加をもって全

体予算の調整を図るものであります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎９番（千葉 浩規委員） 四つ質疑しますの

で、よろしくお願いします。

まず、３款１項１目の社会福祉総務費について

です。その項目の需要費、役務費、備品購入費の

内訳、委託料について住民記録システムデータ抽

出業務委託料と医療情報出力業務委託料のそれぞ

れの委託内容と委託先について答弁をお願いしま

す。

二つ目が、４款１項７目の健康管理システム改

修業務委託料追加についてです。事業の概要、今

回の補正の理由、そして財源について答弁をお願

いします。

三つ目は、６款１項３目の販売促進活動用カッ
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トりんご加工業務委託料についてです。事業の概

要、委託先、委託の業務内容、あと販売促進とあ

りますが販売促進の方法、そしてカットりんごの

味についてどんなものなのか、おいしいものなの

か。

あと最後、四つ目が10款４項１目の成人式関係

業務委託料追加についてです。補正で追加される

業務委託の内容、あと前回は、武道館で成人式が

行われたわけですけれども、私も大変よかったな

と思っているところです。そこで、最初からこの

武道館で開催するというふうにはならなかったの

か、答弁をお願いします。

◎国保年金課長（葛西 正樹） 予算の内訳につ

いてお答えいたします。

まず、需用費はプリンターのトナー代、毎戸配

布するチラシの作成費用等を見込んでおります。

役務費に関しては、医療情報提供のお知らせを７

月以降、当初賦課時点の情報で国保加入世帯等へ

既に送付いたしておりますが、毎月国保や後期高

齢者医療などに新規で加入される方がいらっしゃ

いますので、その随時送付分の郵送料等を見込ん

でおります。備品購入費については、通知状況の

管理用のパソコンの購入費用等を見込んでおりま

す。

次に、委託料についてでありますが、まず基幹

系システムのデータ抽出作業に係る委託料を45万

4000円見込んでおりますが、こちらは今後、介護

保険の医療情報提供を行うために対象者への通知

を予定しておりますが、既に通知済みである国保

加入世帯、後期高齢者医療保険被保険者を除いた

介護保険の被保険者に対して通知を行いますの

で、その通知対象者のデータ抽出を行う必要がご

ざいます。その抽出を行うためにシステムの調整

が必要でありますので、当市の基幹系のシステム

の管理を委託している日本電気株式会社青森支店

のほうに委託する費用であります。

次に、国保レセプトデータ等の出力作業に関す

る委託料として38万2000円を見込んでおります。

これは、青森県国民健康保険団体連合会、いわゆ

る国保連のＫＤＢシステムにおいて出力作業を行

いますが、国保連とＫＤＢシステムを管理するベ

ンダーとの間のもともとのシステム管理の業務委

託に基づく作業ではありませんので、国保連がベ

ンダーに支払う追加費用を市が負担するものであ

り、市が国保連と委託契約をして、作業そのもの

はシステムベンダーが行うというものでありま

す。

財源についてでありますが、今回の補正予算に

おいて歳出で見込んでいる事務費の支出と同額を

歳入予算に見込んでおりますが、今回、保健事業

推進に向けた医療情報提供作業ということで、市

と弘前大学、日本医師会医療情報管理機構とが協

力して進めてまいります。その通知事務等の費用

負担は、別途協定で負担区分を定めることとして

おりますので、協定に基づき機構側に負担してい

ただくこととなるため、歳入予算のほうに計上し

ているというものでございます。

◎健康増進課長（山内 恒） 私からは、健康管

理システム改修業務委託料についてお答えいたし

ます。

まず、事業概要ですが、本業務は国においてマ

イナンバー制度を利用して、個人に提供する情報

として新たにがん検診等に関する情報を追加し

て、令和４年の６月から運用を開始することとし

たことに伴いまして、当市におきましてもこれら

の情報についてマイナポータルでの閲覧や、それ

から転出・転入に伴う市町村間での情報連携を可

能とするために、市が運用しております健康管理

システムにおいて必要な改修を行うものでありま

す。

それから２点目、補正の理由でございます。今

回、個人に提供する情報として新たに追加された
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健診等につきまして、国のほうで本年６月30日に

その具体的な項目内容が示されたことから、本定

例会で補正予算案として提案させていただいたも

のでございます。

３点目、財源でございますが、財源の一部につ

きましては、国の補助事業、健診結果の利活用に

向けた情報標準化整備事業を活用する予定として

おります。なお、補助率は３分の２で、全体事業

費1210万円のうち、国庫補助金を806万6000円、

一般財源403万4000円と見込んでおるものでござ

います。

◎りんご課長（澁谷 明伸） 私のほうから、販

売促進活動用カットりんご加工業務委託料の御質

疑についてお答えいたします。

市では、これまで管内の農業協同組合と組織す

る弘前りんごの会として、全国12都市でりんごの

アップルウイークということで販売促進活動を

行ってまいりました。その中で、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大に伴って、これまで店内での試

食販売というものを行ってまいりましたが、それ

が昨年度からできなくなりました。そうした中

で、新たな生活様式に対応した販売促進活動とし

て、新たに個包装されたカットりんごを作成し

て、それを店内で販売促進活動に使っていくとい

うものでございます。

委託先につきましては、現在、競争入札でこれ

から業者を決定することとなります。

委託内容につきましては、まず個包装された

カットりんごを作成していただくのと、そのカッ

トりんごを店頭での試食のほうに活用する店舗の

ほうにも配送していただくまでが業務内容となっ

ております。

おいしいのかという最後の質疑でございます

が、おいしいです。おいしいりんごをしっかりと

提供したいと思っておりますし、先ほど申し上げ

ましたとおり、店舗の分全部をまとめて作ってい

ただくのではなくて、そのときに使う分をそのタ

イミング、タイミングで製作して頂いて、そのお

店のほうに配送していただきますので、おいしい

りんごをしっかりと全国に届けてまいりたいと

思っております。

◎生涯学習課長（原 直美） 私のほうからは、

まず追加いたしました業務委託の内容についてお

答えいたします。

当日参加できない新成人や保護者なども式典の

様子を視聴できるようにするためのインターネッ

ト中継業務委託料、現時点では参加に係る事前申

込み制を予定しておりまして、ホームページから

参加申込みを行うための入力フォーム作成業務委

託料、健康上の理由などにより大型会場への参加

に困難を感じる方へ用意を予定しております別会

場との中継を行うための会場間中継業務委託料等

を予定してございます。

次に、武道館で最初から開催できないかという

ことについてお答えいたします。

令和２年度の成人式の開催実施後から、武道館

はじめ市民会館以外での会場での開催も検討して

まいりましたが、既にほかの大会等での予定がさ

れていたことから、現時点では市民会館での開催

を予定しておるものでございます。

◎９番（千葉 浩規委員） 答弁ありがとうござ

いました。

それでは、社会福祉総務費について再質疑をさ

せていただきます。

答弁によれば、結局、これは大体三つに分かれ

まして、通知についてと、あとチラシの毎戸配布

と、あと医療情報の抽出・出力の業務委託と、三

つの項目から成っているかと思うのです。それで

まず、この通知について具体的な内容は一体どう

なるのかということ。もう一つは、このチラシの

毎戸配布についてですけれども、この内容につい

て拒否の仕方も明記されているのかということを
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答弁お願いします。

次に、三つ目は、医療情報の出力・抽出の業務

委託についてですけれども、これはあくまでもこ

の抽出なのですが、そこでちょっと分からないの

が、市民が提供を拒否した場合、その医療情報が

どの場面で削除されるのかということです。実は

医療提供を拒否した方から聞いたのですけれど

も、Ｊ－ＭＩＭＯから削除したといった通知が来

たそうなわけです。なので、Ｊ－ＭＩＭＯの中で

削除されるのか。それとも弘前市の中で削除され

るのか。もし弘前市の中で削除をするというので

あれば、どうしてＪ－ＭＩＭＯから削除したとい

う通知が来るのか。これについて答弁をお願いし

ます。

◎国保年金課長（葛西 正樹） 医療情報提供の

お知らせについてでございますが、まずその内容

といたしましては、あなたの医療情報を先端的研

究・開発等へ利活用いたしますという内容をお知

らせするということと、その医療情報の種別、ま

た提供を拒否することが可能であるということと

その方法等についてお知らせをしているものであ

ります。

毎戸配布のチラシにつきましては、通知の内容

と同じことを網羅しつつということですので、提

供拒否をすることが可能だということもお伝えす

るものになっております。そして、その上で市と

弘前大学、日本医師会医療情報管理機構の連携に

よる医療情報の活用について理解を深めていただ

くような内容としてございます。またあわせて、

機構において厳重な高セキュリティー対策を実施

していることなどをお知らせするような内容とし

てございます。

そして、医療情報の提供拒否があった場合にど

このタイミングで除外されるのかという御質疑に

ついてでございますが、まずその仕組みについて

御説明させていただきたいと思います。

市が日本医師会医療情報管理機構に情報を提供

する際には、暗号化等をした上でＣＤ媒体により

提供いたします。このＣＤの中には、例えば国保

のデータであれば、国保連のシステムから出力し

た過去５年分のレセプトデータ等がその中身にな

りますが、市や国保連では提供拒否分の除外抽出

という作業は行わず、そのまま機構へ提供し、外

部保存用の大型コンピューターに記録することと

しております。その後は、外部保存用の大型コン

ピューターと完全に独立した医療情報の匿名加工

を行う認定事業用の大型コンピューターが別にご

ざいまして、そちらへ移す際に医療情報提供の通

知が送られていない方、また通知を送ったけれど

も返戻されている方、そして提供拒否をされた

方、これらのデータを除外して、利活用可能な医

療情報のみを移すということをしております。つ

まり、医療情報提供契約に基づいて、認定事業用

の大型コンピューターで用いる医療情報の提供を

行う前段階として、提供拒否分等の除外抽出の作

業が必要となるわけでありますが、抽出前データ

の外部保存及び除外抽出の作業についても別途機

構へ委託しているというものであります。

この除外抽出の作業も含めて委託するという理

由でございますが、除外抽出を行う作業そのもの

が情報処理に係る専門的な技術を要するというも

のでありますので、各医療情報の取扱事業者、す

なわち提供する側で自前で行うということが極め

て難しいということがございます。また、外部保

存していただくデータは、委託に基づいて機構の

ほうに使用させるものでございますので、機構側

では自由に利用してよいというものではないもの

でございます。外部保存用の大型コンピューター

については、外部からアクセスすることはでき

ず、またアクセス履歴は全て記録されますので、

必要に応じて市が監査を実施することによって、

認定事業者が適正な情報管理を行っていることが
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確認できる仕組みとしており、仮に不必要なアク

セスをしていれば検出が可能な仕組みとしており

ます。これにより、個人情報が適切かつ安全に取

り扱われるということが十分に担保されているも

のと考えております。

◎９番（千葉 浩規委員） 結局、その通知なの

ですけれども、これは既に国保の世帯に送ったも

のと同じものになるということなのですけれど

も、政府の出しているガイドラインというものが

あるのですけれども、これによると、そこの４

ページ目に書いているのですが、そこをちょっと

読むと､｢この医療情報の提供に係る事前の通知に

ついては本人に直接知らしめるものであり、規則

第28条第１項第２号の規定により、内容を本人が

認識することができる適切かつ合理的な方法によ

ることが求められている」となっているわけで

す。その政府のガイドラインは、あくまでも本人

というふうにしていて、世帯ではないのです。さ

らに続いて通知の対象とあるのですが､｢法におい

て本人に通知する」と書いています。そして、さ

らに16歳未満の方については、保護者にも通知

し、保護者が判断することはできるけれども、本

人が16歳に達したらば改めて通知をするというふ

うに、極めて本人に通知するということを厳格に

この政府のガイドラインでは規定しているという

ことなわけです。なので、世帯主にということは

ガイドラインには書いていないわけです。ですの

で、これは私の前回の一般質問でも要請しており

ましたけれども、やはり厳格に本人に直接通知す

るということをぜひやっていただきたいと。どだ

い世帯主にその役割を担わせるというのは酷な話

だと思います。

そこで質疑なのですけれども、この通知に関

わっての質疑ですが、民生委員、児童委員に配付

したビラの中に、次世代医療基盤法に基づく医療

情報の提供に関わる記述があったのですけれど

も、この医療情報の本人等へ通知するというふう

なくだりの説明があったのですが、この本人等と

いう、この「等」とは一体何なのかということに

ついて答弁をお願いします。

もう一つは、今回の一般質問で、石田市議の一

般質問の中で、提供拒否の申出の期限を10月末と

答弁しておりましたけれども、どだい今、コロナ

でとてもとても説明会を開催しているような状況

でもないし、また提供拒否の内容を市民に広く知

らしめると。さらに、先ほどお話しをしましたと

おり、本人に通知するということをやらずして、

医療情報提供を拒否の云々というのはあり得ない

と思うわけです。なので、この提供拒否の期限を

さらに延長するという考えはないのか答弁をお願

いします。

◎国保年金課長補佐（相馬 延承） まず、本人

等の「等」の部分に関してでございますが、そこ

の部分に関しましては、先日の一般質問でもお答

えしましたとおり、御本人に判断能力がない場合

に、人権擁護の関係で身元引き受けだったり、そ

ういうふうな形の人であるとか、そういう部分を

含めた形の解釈での「等」という形になってい

る。それからあと、実際民生委員にもお話ししま

したけれども、民生委員のほうでやはりその御本

人が認知症とか、そういうふうなので判断能力が

ちょっと衰えている、実際、後見とかがついてい

ないという形であっても、この人はちょっと難し

いというようなことが分かればその人は除外する

みたいな形のものを含めて「等」という形にして

ございます。

あと、本人に対する通知云々、それから周知に

関する部分でございますけれども、10月１日号と

同時に７月に同封したお知らせよりも内容を分か

りやすく、先ほど課長が答弁したように、提供拒

否するというふうな内容が市のほうの窓口でも申

出ができるという形の内容にしたものを毎戸配布
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するという形を考えておりますし、あと地区の町

会連単位の町会長のほうに、地区でそういった説

明会をやらせていただけないかというお願いの文

書を先週送付した状況になっておりますし、10月

末には市全体の説明会の開催を準備しており、弘

前大学の中路教授のほうにもおいでいただいてお

話しいただく方向で今、調整を進めています。

そういう形で10月に今まで以上にまた周知を

図ってやっていきたいと考えてございまして、そ

の状況を踏まえてある程度周知が浸透したと考え

た時点で、うちのほうとしては医療情報の提供を

進めていきたいということで考えているものでご

ざいます。

◎８番（木村 隆洋委員） ２款１項４目、９

ページ、食で応援！学生支援業務委託料について

お伺いいたします。

一般質問でも様々なお話があったのですが、今

回、この事業を昨年に引き続き行うに当たって、

弘前大学側から昨年に続き協力依頼が６月にあっ

たというお話がありました。これに関して、６月

にどういった依頼内容だったのかお伺いいたしま

す。

それを受けて、市として弘大側にどういう提案

をしたのか、重ねてお伺いいたします。

◎企画課長（白戸 麻紀子） 食で応援！学生支

援業務委託料についてであります。

まず、弘前大学の依頼なのですけれども、本年

の４月に事前の相談ということで、昨年度実施し

たその事業をまた実施したいという旨の説明があ

りました。その後、６月に正式に書面で依頼が

あったものです。弘前大学からの依頼は、事業を

通じて学生への支援とともに地域の特産品の価値

と魅力を学生に認識してもらう機会にしたいとい

う趣旨でありました。

提供方法については、地元産品のパッケージに

よる提供と学生食堂を通じた提供の二つが示され

まして、学生への配付に当たっては自治体の職員

も参加して、自治体の特産品や観光のＰＲも行

う、それから自治体職員と学生の懇談ブースも設

けて、学生の地元定着を推進する取組にしたいと

いう意向もあったものです。

こうした趣旨に賛同して、市としては事業の参

加及び配付・提供する特産品について検討してお

ります。

検討に当たりましては、弘前大学で実施してい

る大学生の生活調査の結果、それから昨年度実施

した際のアンケート、そういったものを参考とし

ております。生活調査の結果で言いますと、2020

年６月の調査、こちらは有効回答数が2,064名な

のですけれども、こちらのほうで新型コロナウイ

ルス感染症による経済的影響について「かなり苦

しい」と回答した方が７％､｢やや苦しい」と回答

した方が35％と、約４割の学生が経済的な影響を

受けているという結果でした。2021年２月の同じ

調査、有効回答数1,395名です、こちらのほうで

は､｢かなり苦しい」というものが３％､｢やや苦し

い」が16％と、経済的な影響は続いているものの

全体としては改善傾向にあるという結果となって

おりました。

市のほうで昨年度、米やおかずとなる特産品を

提供したのですけれども、他の自治体ではお菓子

やジュースを配付した市町村もありまして、それ

に対する学生の声としては、お菓子などを気軽に

買える経済状況ではないのでとてもうれしいと

か、楽しめる時間をもらった、ふだん甘いものを

我慢していてちょっとした御褒美になったという

声もありまして、こうした意見も参考としており

ます。

このほかに各大学独自の支援事業ですとか、民

間事業者による取組、それから食支援の他市町村

の検討状況、それから感染拡大防止のために学生

の行動制限が長引いている状況ですとかその影
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響、支援できる学生の数、そういった様々な観点

で考えたものです。

加えて、同時期に大学コンソーシアム学都ひろ

さきとして、学生に食料品ですとか日用品の購入

に使用できるプレミアムつきの地域振興券事業を

実施したいという相談もあったことから、こちら

の食支援の事業と考え方も合わせて整理をいたし

まして、学生向け地域振興券事業は、第１回市議

会臨時会で予算を補正した団体等販売促進事業費

補助金の中に特別枠を設けて対応して、今回の食

支援事業では、弘前ならではの特徴ある産品で学

生を支援していきたいという旨をお伝えしたもの

です。

◎８番（木村 隆洋委員） 一般質問の中で、学

生の支援をするというお話の中で、学生の心の健

康を考えて提供するといった旨のお話もありまし

た。また、アップルパイという部分に関しても、

当市の観光資源の一つであるのだというふうなお

話もありました。この学生の、確かに数字が４割

から２割に、苦しいというアンケート結果は減っ

ている部分はあるのかも分かりませんが、この学

生の食でのコロナ支援は非常に必要だというふう

にも思っております。観光資源である、この観光

業が大変厳しい中で、りんごの産地の弘前をア

ピールする意味でもこのアップルパイというもの

を守っていくことも必要であると認識しておりま

す。

ただ、この学生の食支援がイコールアップルパ

イというのが、ちょっとどうしてもなかなか理解

がイコールになりづらいというふうには思ってお

ります。やはりこの学生の食支援、特産品という

お話もあったのですが、お菓子等のお話も先ほど

課長からもありましたが、やはり主食、米、レト

ルト食品等、日もちするものとかがいいのかなと

いう部分もあります。特産品でもやはり主食にな

るようなものがいいのかなと。

アップルパイに関しては、例えば、今こういう

状況ですので停止しておりますが、県のおでかけ

キャンペーンがスタートしたとき、大変好評を博

しております。今、こういうコロナ禍の中で、マ

イクロツーリズムが叫ばれている中で、この県の

おでかけキャンペーンが利用された方に、例えば

クーポンか何がいいのか分かりませんが、弘前市

に来て宿泊していただいた方にアップルパイを提

供するような形、こういった形で観光支援をやら

れればよかったのかなと個人的には思っておりま

す。こういった意味での部分に関して、市の見解

をお伺いいたします。

◎企画課長（白戸 麻紀子） ただいま議員のほ

うから提案もありましたが、今回の事業について

は、アップルパイの振興のために行うということ

ではなくて、食を通じて学生を支援すること、そ

れから学生に地域の特産品の価値と魅力を認識し

てもらうことの二つが事業の目的となっておりま

す。昨年度は、米やりんごのカレーですとか、清

水森ナンバを使った炊き込み御飯のもとなどを

パッケージにして、800人弱の学生に配付をして

おります。

当市では、約１万人の学生が学んでおりまし

て、より多くの学生に広く支援と地域の魅力の発

信が同時にできないか検討して、食料品のパッ

ケージではなくて、この学生食堂を通じた提供に

するということにしたものです。

不安な思い、日常のストレス、そういったもの

で心の健康を害する学生が多くなってきているこ

と、それから日常生活の中でそういうちょっとし

たぜいたくというか、甘いものを我慢する、友達

との外食を我慢している学生というのが多いとい

うふうな声も聞いております。そういったものを

含めて、地域の食を楽しんでもらって、少しでも

明るい気持ちになってほしいということで提供を

考えたところです。
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特産品ということで、りんごの生果ですとか、

りんごジュースの提供なども検討したのですけれ

ども、食堂での加工の手間ですとか、学生食堂が

ない大学等のことも考慮しまして、最終的に日本

一のりんごの産地である当市の特産品のアップル

パイを提供してはどうかということになったもの

です。

なお、今後実施されるプレミアム率の高い地域

振興券のほうでは、主食である米ですとか、食料

品、そのほか日用品の購入、テークアウトの飲食

にも活用できるということになっておりますの

で、学生のほうにはそれぞれの生活に応じて必要

なものの購入に充てていただきたいと考えており

ます。

◎８番（木村 隆洋委員） 一般質問の議論の中

で、アップルパイを学生に配付する際に、配付さ

れた学生の皆さんから地域情報の発信を期待する

という旨の発言がありました。恐らく学生の皆さ

んにアップルパイを配付する際に、ＳＮＳ等を

使って発信していただきたいということなのかな

と認識はしましたが、ここの部分に関してどう

いった情報発信を期待しているのか、具体的にお

伺いいたします。

◎企画課長（白戸 麻紀子） まず、学生に配

付・提供する際、弘前大学では市町村ごとにブー

スを設けて、学生と直接対話する機会も設ける予

定となっておりまして、弘前大学以外の大学でも

こうした提供ができないか協議をしていきたいと

思っています。その際に、市としてはアップルパ

イのガイドマップ、そういったものも同時に配付

して、現在43店舗程度掲載されているのですけれ

ども、そういった店舗の情報、それからコロナ感

染症が収束した後に足を運んでもらったりして、

学生が得意なＳＮＳ、そういったもので発信して

もらいたいと考えております。また、アップルパ

イにかかわらず、地域の特産品、それから観光情

報、そういったものも発信してもらって、市はじ

め様々なところに感染症収束後は足を運んでも

らって、弘前での暮らしを楽しんでもらう、それ

から学生から市民に対して市の魅力を発信してほ

しいと考えております。

◎１番（竹内 博之委員） 私も引き続き、２款

１項４目の食で応援！学生支援業務委託料につい

てお伺いいたします。

まず、学生に対してアップルパイを配付する事

業について、行政の内部で多分、企画立案があっ

て、議論があって決裁という形になると思うので

すけれども、その段階で異論は出なかったのかな

という。例えば、アップルパイではなくて、やは

り主食にしましょうよという、職員間なり、部

長、課長、その上の人なのかというところの立

案、決裁の議論の中で、異論というのがまず出な

かったのかなというのが一つ。

今泉議員の一般質問でも、私たちもウェブでア

ンケートを取って、152人の回答があったのです

けれども、今回の事業実施による対象者は学生で

はないですか。その学生に対して、この事業の意

見を聞くというか、今グーグルフォームとか使え

ばすぐにアンケートが集まるので、そういう実態

調査、先ほど課長の答弁の中で、これまでの支援

の中での学生アンケートとか意識調査というのは

分かるのですけれども、今回の事業立案に当たっ

ての学生の実態調査というのはされているのか。

まずこの２点について質疑します。

◎企画課長（白戸 麻紀子） まず、内部での検

討の中でというお話なのですけれども、先ほども

お話ししたとおり、米だとかおかず、りんごの生

果、ジュース、そういったものでどうなのだろう

かと、アップルパイでどうなのだろうかと、中で

は様々議論はありました。ただ、最終的には反対

というところではなくて、学生の心を少しでも明

るくしたい、コロナが長引いている今だからこそ
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そういうものを贈ってはどうかというような意見

に落ち着いております。

それから、学生に対して意見を聞くことはな

かったのかということなのですけれども、企画課

のほうで実施しています事業の中で学生を対象に

したものもありますので、そういった学生に意見

を聞いております。

また、今回の事業を立案するに当たって、各大

学・専門学校のほうに、学生の生活を一番把握し

ているであろう、その事務方のほうに、先生方の

ほうに状況を確認しました。その中では、日々コ

ロナが長引いている中で、食の部分でお菓子を我

慢したり、ちょっとしたぜいたくを我慢している

というような声もあったので、学生としては喜ぶ

のではないかという好意的な意見がほとんどであ

りましたので、そういった意見を参考に今回の事

業を提案したものです。

◎１番（竹内 博之委員） もう一つ、ちょっと

ニュアンスを変えて聞くのですけれども、今回の

この事業そのものの一番の主の目的は何なのかな

というところで、何でこういう聞き方をするかと

いうと、心が元気になってほしいのが一番の目的

なのか、もしくは、市のほうでもこの食料アン

ケートは６回ぐらいまでやっているのですか、そ

の中でもまだ食に困っている、いわゆる、学生と

して収入面の困っている、食べるものにも困って

いるというのも、市の実施しているアンケートの

中でも浮き彫りになっていると。そういう学生が

いるということに対しての食の支援なのか。いわ

ゆる困っている方、行政はセーフティーネットと

して困っている学生のための食の支援として今回

提案したものなのかという、そこの整理をもう１

回お願いしていいですか。一番の主の目的は、食

に困っている学生への支援なのかというところを

お願いします。

◎企画課長（白戸 麻紀子） 今回の目的は一つ

ではなくて、先ほどもお答えしたとおり、食を通

じて学生生活を支援することと、学生に地域の特

産品の価値と魅力を認識してもらうことの二つが

事業の目的であります。

あとは、すみません、もう一つ……。

◎１番（竹内 博之委員） いいのです。これは

考え方とか価値観の違いによって当然出てくるも

のだと思うので。

これは私の個人の意見、また今回学生アンケー

トを取った中での学生の実態として捉えた意見と

して聞いていただきたいのですけれども、数とし

て152人というのはそんなに多くないと捉えるか

もしれません。ただ、弘前大学、柴田学園、学院

大、厚生学院、医療福祉大学の学生がアンケート

に答えてくれた中で、食の支援であれば別の食料

がありがたいというのが60％以上いたというの

が、これは私、学生の実態だと思いますし、やは

り新聞報道以降、市民の方からもアップルパイは

どうなったかと、こちから言わなくても、学生支

援として適切なのかという疑問の声が非常に上

がっていることを鑑みると、ちょっと私は、なか

なかいいねという形で言えないなと思っていま

す。

今、何でこのアンケートの話をしたのかという

と、今回この質疑するに当たっていろいろな方か

らメールを頂いたいただいたのですけれども、Ｅ

ＢＰＭというエビデンス・ベースト・ポリシー・

メイキングというのが、今後、行政の政策立案の

中にとって大切だから、その観点からちゃんと質

疑しなければいけないよと。これは内閣府のホー

ムページに出ているのですけれども、政策の企画

をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政

策の目的を明確化した上で合理的根拠に基づいて

政策立案しなければいけないよねということを書

いていて、だから今、困っている学生の支援なの

ですかという質疑の仕方をしました。
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もし行政として取り組むべきであれば、これは

平等と公平のこういうイラストが検索すれば出て

くるのですけれども、私は、自分のそういうアン

ケートを取った結果であったり、市民の声に基づ

いてこの事業を見ると、平等の観点というよりは

公平の観点から支援策を講じるべきではないかな

と思うのです。この公平性の観点というのは、先

ほど来言っているように、事実として、明日食べ

るものであったり、経済的、食料的に困っている

学生がいるという人たちに対して食の支援をする

べきだなと私は考えています。かつ学生支援、こ

れちょっと目的が、それこそ考え方が違えば当然

結果も変わってくるものなので、学生支援、食支

援としてアップルパイを渡して元気をつけようと

いう補正予算というものは、今のこの危機管理体

制の中では、今やるべき施策として、私は優先順

位としてはなかなか理解できないなというところ

が思いでありますので、それを最後に意見として

言って終わります。

◎２３番（越 明男委員） 補正８号、３点ほど

お伺いいたします。

３款１項１目、中国残留邦人等の部分、319万

7000円ほどの追加となっております。追加の理由

について御説明いただければと思います。そのこ

とと併せて、ここの資料に説明がありますよう

に、医療支援給付費の中身そのものになるという

ふうに思いますので、そこら辺をひとつお願いい

たします。

それから二つ目、６款１項３目、議案書の11

ページになりますけれども、中山間地域の補正に

ついて。交付金の追加の理由について、今のこの

時期に行われました理由について。これは、たし

か大きい命題ですよね、中山間地域云々というの

は。今、補正がどうして行われたのかということ

と、国による財政措置、あるいは中山間地域の地

域の交付金の対象となる集落といいますか、地域

といいますか、それについても少しお答えくださ

い。

３点目、同じ11ページ、８款２項６目、道路改

築事業の追加が提案されております。1000万円の

国からの事業費応援ということになっているので

すけれども、この事業に国からの財政措置の応援

が要因となっているというあたりのところと、あ

と当該事業の場所をちょっと御説明願えればと思

います。お願いします。

◎生活福祉課長（佐々木 順一） 私からは、中

国残留邦人等支援給付費追加のことについてのお

答えいたします。

今回、医療費の追加が必要になった理由と、あ

と医療支援給付費の中身についてのお尋ねでござ

います。中国残留邦人等支援給付制度は、永住帰

国された中国残留邦人とその配偶者の方々に、生

活の安定が図られるよう給付金を支給する制度で

あります。給付額は、生活保護制度に準じてお

り、医療支援給付につきましても、医療費の10割

を支援費で負担しております。今年度は、医療支

援給付費として476万3000円を見込んでおりまし

たが、給付対象の方が長期に入院されたことなど

により、本年４月から７月までで472万4000円の

支出があり、当初見込み額に不足が生じたため補

正するものであります。

◎農政課長（齊藤 隆之） 中山間地域、なぜ今

補正かというふうな質疑でございます。

令和３年度における取組活動等の変更期限とい

うのが６月末ということになっておりましたけれ

ども、交付対象農地の追加、あとは加算措置の新

規取組に関わる変更申請があったことから、今回

総交付額が増額になってございます。今年度、交

付対象農地の現地確認というのが９月末までに終

了させるといった予定になっておりまして、現地

確認終了後、速やかに交付手続を進めていく必要

があるといったことから、今のこの９月の補正で
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対応をお願いしたいといったものになってござい

ます。

後は、中山間地域はどういった地域が対象にな

るのかということでございますけれども、これ実

は法定で、国の法律の中で中山間地域というのは

こんな地域だというのが法定されてございます。

そちらのほうがちょっと最近追加になりましたの

で、従来であれば旧法であったのですけれども、

それが今、また追加になってございます。

そのほかに、県知事が、この地域は当該地域に

該当するといった承認をした場合に、その地域も

交付対象農地になるといったことの取扱いになっ

てございます。

◎土木課長（千葉 裕朗） まず、国からの財政

支援があるかということなのですけれども、国か

らの財政支援はちょっとありませんので、財源と

しては過疎債を充てたいと考えております。

あと場所ですけれども、当該路線は、主要地方

道岩崎西目屋弘前線と一般県道関ケ平五代線を結

ぶＪＡ相馬村りんご加工センター付近の路線であ

ります。

◎２３番（越 明男委員） 何点か再質疑いたし

ます。

最初に農政課のほうに。課長、旧法、新法、県

知事の許認可があればという説明はいただきまし

た。それは、ありがとうございました。

この387万円、具体的に当市のどこの地域か

と。これ、ちょっと答弁漏れかと思いますので、

ひとつお願いします。

それから、生活福祉課の課長のほうに再質疑、

２点ほどお伺いいたします。これは今の補正の部

分は、先ほど説明があったように、医療支援給付

とあるわけですけれども、それで制度的なところ

をちょっとお聞きしたいのですけれども、医療支

援給付以外の支援内容、これはどういう銘柄とい

いますか、どういう支援内容があるのかをちょっ

とお答え願えませんでしょうか。

それからもう一つ、これは制度的なものという

よりも市に在住する現実をちょっと知りたいもの

ですからお聞きするのですが、直近の今現在、７

月１日でも８月１日でもいいのですが、市内在住

の中国残留邦人の家族といいますか、世帯数とい

いますか、それと併せて家族の人数の総人数をお

答えできますか。お願いします。

◎農政課長（齊藤 隆之） 今回の補正の対象地

域、対象地区ということでございます。

７地域というか、７協定ございます。一つが十

面沢、それから十腰内、あとは大沢、薬師堂、乳

井、それから岩木地区の高照といったところが今

回の対象地域となっている協定でございます。

◎生活福祉課長（佐々木 順一） 医療支援給付

以外の給付につきましては、生活保護制度に準じ

て生活支援給付、住宅支援給付、介護支援給付、

その他の給付となっております。

中国残留邦人の方には、老齢基礎年金が満額支

給され、加えてこれらの給付が行われておりま

す。

本年８月末現在、当市に在住する中国残留邦人

等は４世帯６名となっており、全員が本制度の給

付対象となっております。(｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり）

◎２番（成田 大介委員） 私からは、２款１項

４目、食で応援！学生支援業務委託料ということ

で、先ほどからるる質疑が次々来ていますが、一

つだけ。弘大のアンケート、2021年２月にしてい

ると、そこの情報を基にしているということなの

ですけれども、それ以外で情報収集をしたりとか

ということは、何かほかのところはしているので

しょうか。

◎企画課長（白戸 麻紀子） 当該事業の実施に

当たりまして、各大学・専門学校のほうに学生の

実態の調査というか、一人暮らしの学生ですと
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か、授業料の減免をされている学生、それから奨

学金を受けている学生、そういったものを聞き取

りをしております。

◎２番（成田 大介委員） これは私、意見とし

て申し上げたいのですけれども、この施策がよく

ないとか、そういうようなことではなくて、やは

り今の段階でということを考えれば、ちょっと今

の学生の現状、今年の２月に関しても２割の困窮

している学生がいるということを考えていくと、

今さらにまたフェーズが変わって、３桁の感染者

が青森県内で出ているというような状況を鑑みま

すと、またバイトが減っているとか、あるいは、

私と同年代の親御さんが、学生を持つ親も多いの

で、アップルパイであればほかの大変な子にあげ

てやってくれというような意見も実際に聞こえて

きているわけでございます。

やはりそういうことを考えていくと、私、何か

すごく難しくなっているのですけれども、シンプ

ルに米でいいのではないかと思うのです。ただそ

れだけなのです。シンプルに米なのですよ。あの

アンケートにも書いていますけれども、１食抜か

すとか、そういうようなことを、私も一人暮らし

をした経験ありますけれども、１食抜かすことの

つらさとか、食費にかかるつらさとかということ

考えていけば、実際問題として学生に今するべき

ことというのがおのずと分かってくるのではない

かなと思います。決してこのアップルパイの支援

が悪いとかいいとか、そういうことではなくて、

やはりもう少し、そこはもうちょっと時期を見て

思い出づくりをしていただきたいなと思っており

ます。意見です。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕

◎１５番（今泉 昌一委員） 本案に対し、附帯

決議案を出したいので、お取り計らいをお願いい

たします。

◎委員長（工藤 光志委員） ただいま、今泉委

員から、本案に対し、附帯決議案提出の動議があ

りました。動議は成立しております。

議事整理のため、暫時休憩いたします。

〔午前１１時００分 休憩〕

───────────────

〔午前１１時４５分 開議〕

◎委員長（工藤 光志委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

本案に対し、15番今泉委員外３名から附帯決議

案が提出されました。

この際、附帯決議案の趣旨説明を求めます。

◎１５番（今泉 昌一委員） この補正予算案、

２款１項、食で応援！学生支援につきまして、や

はりアルバイトが減り、あるいは親からの仕送り

も減り、生活費に困っている学生が少なからず現

実にいるという状況を鑑みますと、アップルパイ

等の嗜好品ではなく、主食となるものを支援すべ

きだと考えました。
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◎委員長（工藤 光志委員） 以上で、附帯決議

案の説明は終わりました。

附帯決議案に対し、御質疑ございませんか。

◎１４番（松橋 武史委員） ただいまの附帯決

議案に対して、今泉昌一委員にお伺いさせていた

だきたいことがございます。

今の委員会の審議において、当該案件が質疑さ

れて、様々な意見がありました。採決の際、反対

意見もなく可決されたにもかかわらず、附帯決議

を提出するのは、少し理解ができないところはあ

ります。しかし、ただいまの議会運営委員会の中

で、ルールはルールだということでございました

ので理解はさせていただきますが、致し方ないの

かなというふうな残念な思いであります。

そして、聞きたいのは、主食についてというこ

とでありました。学生向けにこの主食となるも

の、地域振興券事業においても、また様々な、青

森県、国からも主食になるものについては支援可

能となっていると理事者からも説明があり、また

新聞報道でもそのような、主食についての応援は

あるのだという中、本事業は何度も企画課長から

説明がありました。一般質問でも説明がありまし

たとおり、食を通じて学生生活を支援すること、

学生に地域の特産品の価値と魅力を認識してもら

うことというふうな説明は何度もありました。こ

ういった説明がある中、なぜこういった動議を出

すのか、御説明をいただきたいと思います。

〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕

◎２８番（下山 文雄委員） 今の松橋委員の前

段の、いわゆる附帯決議の議事進行については、

多少問題があるかと思いますので、委員長の采配

において、その辺のところは会議録から除いたほ

うが、除いて進行していただければいいなという

ことをお願いします。

◎委員長（工藤 光志委員） 委員長から申し上

げます。

今ここで、いい文言かどうか分かりませんの

で、後ほどその録音を精査して、不適当であれば

委員長の権限で削除させていただきます。

〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕

◎２８番（下山 文雄委員） 正確を期すにはそ

うしたほうがいいのでしょうけれども、それはや

ぶさかでないのですけれども、いわゆる本案が決

まってから附帯決議云々という文言は、私は、議

会運営上、あるいは会議のあれから問題ではなか

ろうかと思ったので、あえて申し述べさせていた

だいたのです。正確を期するということには、委

員長の采配ですので、私は別にどうのこうのとい

うのは申し上げません。

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑を続行いたし

ます。

◎１５番（今泉 昌一委員） いろいろな形で学

生を支援したい、あるいは地域の特産品の魅力を

伝えたい、あとは思い出づくりという言葉も一般

質問等では使っておられたようですが、今この現

状で最優先すべきは、学生の生活、食生活だとい

うことで提案いたしました。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑ござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

附帯決議案に対し、御意見ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

討論を終結いたします。

採決いたします。

議案第69号に対し、お手元に配付の附帯決議を

付することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

◎委員長（工藤 光志委員） 起立少数でありま
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す。

よって、本案にお手元に配付の附帯決議を付す

ることは否決されました。

◎委員長（工藤 光志委員） 昼食のため、暫時

休憩いたします。

〔午前１１時５２分 休憩〕

───────────────

〔午後 １時００分 開議〕

◎委員長（工藤 光志委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

議案第85号令和３年度弘前市一般会計補正予算

(第９号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長兼健康こども部理事（森岡 欽吾）

議案第85号令和３年度弘前市一般会計補正予算

(第９号)について御説明申し上げます。

その内容は、歳入歳出予算の総額に２億3784万

9000円を追加し、補正後の額を792億6026万4000

円としようとするものであります。

それでは、歳出予算について御説明申し上げま

すので、７ページをお開き願います。

７款商工費１項商工費２目商工振興費の１億円

は、団体等販売促進緊急対策事業費補助金を追加

するものであります。

３目観光費の4000万円は、宿泊業事業継続支援

金を計上するものであります。

８款土木費４項都市計画費６目交通政策費の

9784万9000円は、路線バス維持特別対策事業費補

助金を計上するものであります。

次に、歳入予算について申し上げますので、４

ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源として、16款国庫

支出金を計上するほか、20款の財政調整基金繰入

金9784万9000円の追加をもって全体予算の調整を

図るものであります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎８番（木村 隆洋委員） ７款１項２目、７

ページ、団体等販売促進緊急対策事業費補助金追

加についてお伺いいたします。

今回１億円の追加ということなのですが、この

事業は第１回臨時会で２億円の予算、１団体500

万円の40団体に支給されると認識しております。

恐らくこの２億円の事業費が不足したので、今回

１億円の追加ということなのだと思っているので

すが、現在のこの販売促進緊急対策事業費の申込

み状況はどうなってるのかお尋ねいたします。

◎商工労政課長（工藤 竜輔） 団体等販売促進

緊急対策事業費補助金についてでありますが、

今、委員がおっしゃったとおり、本年５月の市議

会第１回臨時会におきまして、１団体500万円で

延べ40団体分、２億円を計上し、予算措置いたし

ました。実施時期として、年末年始を挟んだ事業

なども想定していたところでありますが、本年６

月11日から募集を開始いたしましたところ、予想

を上回る申請がありまして、既に40件の枠が埋

まっておりまして、現在は受付を終了したところ

でございます。

◎８番（木村 隆洋委員） 想像以上の申込みが

あったということで、これは非常にいい傾向だな

と。冷え切った地域経済には非常に効果があると

思っております。伺えば、プレミアムチケット的

なものを出した団体では即日完売したりとか、そ

ういう事例も聞いております。

今回追加した分、可決された後のスケジュール

というのはどういうふうに想定しているのかお尋

ねいたします。

◎商工労政課長（工藤 竜輔） スケジュールに

ついてでございますが、本定例会において予算案

が議決されましたら、速やかに募集の手続を進め

てまいりたいと考えております。
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ただ、多くの申請があることが予想されますの

で、募集方法については現在検討しているところ

でございます。例えば、先着順とするのではなく

て、一旦期限を決めて、事前に希望を募って、も

し希望多数となるようであれば抽せんで決定する

ということですとか、あるいはまた、本補助金を

今年度１回も活用していないような団体を優先す

るというようなことも考えているところでござい

ます。

想定としては、10月下旬から正式に申請を受付

しまして、11月上旬ぐらいから順次交付決定をし

て、年末年始の消費喚起事業として活用していた

だけるようなスケジュールで進めてまいります。

◎８番（木村 隆洋委員） 今回、今、課長から

もお話がありました第１回臨時会で可決した分２

億円に関しては、想像以上に申込みが多かった

と。今回の１億円、20団体追加にしても恐らく20

団体以上の申込みは、まず間違いなくと言っては

あれかも分かりませんが、まずあるだろうと思っ

ております。

今の課長の御答弁の中で、抽せん等も含めて、

またその内容も含めて審査するというお話もあり

ました。国で中小企業の支援金として法人60万

円、個人30万円と。飲食店に限っては、当市にお

いても、今20万円の支援金を渡しております。

やはり年末年始の需要喚起というのが、これか

らまた非常に重要となっておりますので、今のお

話を伺いますと、そこがターゲットになっている

のは非常にいい事業だと思いますので、ぜひこの

20団体の選定、知恵を絞ってやっていただければ

と、これは要望で終わります。

◎９番（千葉 浩規委員） 私からは、２項目質

疑をさせていただきます。

一つは、宿泊事業継続支援金についてですけれ

ども、まずこの宿泊施設の置かれている現状と、

あと今回、割合に応じてこの補助金の率も細かく

しているわけですけれども、そういった事業の概

要について答弁をお願いします。

もう一つは、８款４項６目の路線バス維持特別

対策事業費補助金についてです。予算説明にもあ

りましたが、この補助金の上限の額を超えたとい

うことですけれども、この補助金の上限の額とは

一体幾らなのかということ。もう一つは、9700万

円のさらなる運行欠損額が生じたということです

けれども、今の路線バスが置かれている状況につ

いて答弁をお願いします。

あとは、今回、弘前市が補助金ということにな

るわけですが、他の自治体の動きはどうなってい

るのか。

あと、今回は全てが一般会計からということに

なっていますが、今後国の支援はないのか、答弁

をお願いします。

◎観光課長（早坂 謙丞） まず、宿泊業事業継

続支援金につきまして、現状ということでござい

ますが、全国的に今の新型コロナウイルスという

のが収束の見えない中で、特に県内においては８

月からの新型コロナウイルス感染症の拡大による

県の宿泊キャンペーン等の停止や、それからこの

時期、宿泊客が見込まれる部活動の禁止による各

種大会の中止により、宿泊客が大きく落ち込み、

経営に影響を及ぼすことが懸念されることから、

宿泊者が激減し、深刻な影響を与えている当市の

宿泊事業者の経営を迅速に支援することで、観光

基盤としての宿泊施設の存続を図るため、昨年５

月に引き続き補正するものであり、今回の補正

額、予算額が4000万円とするものでございます。

それから、制度の概要につきまして、対象施設

につきましては前回同様、市内で旅館業法による

営業許可を得て営業する宿泊施設とし、収容人数

が100人以上の場合は100万円、それから50人から

99人までの間は70万円など、施設の収容人数に応

じて支援金を給付するもので、施設数は73施設を
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想定してございます。

また、今回交付割合を設定した背景でございま

すが、前回のさくらまつり、ねぷたまつりなど、

大きな集客が見込まれるまつりが中止となったと

いうことや緊急事態宣言が出されたことから、宿

泊部門に係る売上げについて、ほとんどの旅館・

ホテルについては、対比50％以上減少することが

予測できたことから、50％としておりました。今

回は、先般、弘前市旅館ホテル組合から聞き取り

したところ、この８月または９月の時期は、特に

宿泊規模や立地場所、ビジネス客が多いのか、そ

れから各種スポーツ大会での宿泊が多いかなど、

旅館またはホテルによってそれぞれ異なるのでは

ないかというような話を頂いておりました。この

ことから、売上げの減少幅に応じた支援をきめ細

かく行っていくべきと判断いたしまして、宿泊部

門の売上げの減少割合に応じて、10分の10、10分

の７、または10分の５と交付率を設定したもので

ございます。

◎地域交通課長（小山内 孝紀） まず、路線バ

ス運行費補助金の上限でございますが、１億7200

万円となってございます。そして今の路線バスの

状況でございますけれども、弘前市のこの路線バ

ス運行費補助金の補助対象となります運行欠損額

でお示しいたしますと、新型コロナの影響を受け

る前の補助、令和元年度でございますけれども、

令和元年度の運行欠損額というのが２億1888万

2000円でした。それがこのたび、令和３年度の見

込みでは２億8413万3000円まで欠損額が増える状

況まで、今、厳しい状況になっているという状況

でございます。

それから、他市町村の動きはということでござ

いますが、まず当市のほうでは、補助金額が非常

に大きいということもありまして、上限を設けて

概算払いしているというということもありまし

て、新型コロナウイルス感染症の影響といった部

分を特別対策という形で、補正予算で措置して補

助しておりますけれども、他市町村の昨年度の対

応を確認しましたところ、バスの補助金の対象と

いうのが前の年の10月から本年の９月までとなっ

ていますけれども、９月までの実績がまとまって

から新型コロナウイルスの影響分を含めて通常の

補助金の申請に対して補助していると伺っており

ますので、今年度も同様の対応になるものと考え

ております。

それから、国からの補助はないのかということ

でございますけれども、路線バスの維持に関する

の市町村の経費に対しましては、８割が国の特別

交付税措置の対象になるということになってござ

います。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私も、今質疑あり

ました８款４項６目、路線バス維持特別対策事業

費補助金に関して一言お聞きしたいなと思ってい

ました。

まず、今回の特別対策事業費補助金に関して

は、やはり公共交通維持のためであるということ

で十分理解しております。ただ、やはりこの大き

な補助金に対して、昨年度も補助をしております

けれども、一般財源ということもありまして、市

民に対して、やはり何らかの還元というのはあっ

てもいいのではないのかなと思います。市民にも

見えるような何らかの対策が必要ではないのかな

と思っております。例えば、高齢者の免許を返納

した方に、今、フリーパスがありますよね、フ

リーパスを差し上げるとか、またそういったこと

で一般財源を使ってやることによって、確かに市

民にも見えていくような、そういった対策も必要

ではないのかなと思いますが、その辺いかがで

しょうか。

◎地域交通課長（小山内 孝紀） 市民へ還元す

るような取組ということでございますけれども、

実は私どもも弘南バスとこの支援に当たりまして
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いろいろ話し合ってきておりました。その際、弘

南バス株式会社としても、昨年度、今年度と続い

て、このような大きな支援を受けるということ、

これをやはり来年度もまた続けていくということ

に、会社としてもためらいといいますか、なかな

か来年もというふうにはしていきたくないという

思いがあると。そういったときに、弘南バスとし

てもいろいろ検討してきたということが一つござ

いまして、これはまだ弘南バス会社株式会社とし

て公表しているものではありませんけれども、通

勤・通学の定期券がございますけれども、この定

期券を持っている方、そしてその同伴者が、土日

祝日は定期以外の区間も全て100円で乗れるとい

うようなインセンティブを与えて、ふだん利用し

ないようなところも利用して頂いて収入を上げ

る。そしてまた、そういった定期になるのであれ

ば私も定期を買いたいというように、定期購入者

の増加に結びつけていきたいというようなことを

11月からでも始めたいというようなことをおっ

しゃって頂いていますので、そういったところで

は弘南バスもこれからの収益増加に向けて動いて

いることでありますので、こういった状況も踏ま

えながら、市としてもちょっと検討してまいりた

いと思います。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第70号

令和３年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（三浦 直美） 議案第70号令

和３年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第１号)について御説明申し上げます。

国１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算総額に６億5162

万2000円を追加し、補正後の額を197億4240万

1000円としようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、国７

ページをお開き願います。

５款１項１目財政調整基金積立金の６億5162万

2000円の追加は、令和２年度決算による剰余金を

国民健康保険財政調整基金条例に基づき積立てし

ようとするものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、国４ページにお戻り願います。

８款繰越金の６億5162万2000円は、令和２年度

決算による剰余金を計上するものであります。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎２０番（石田 久委員） 国５ページですけれ

ども、その中で今回、基金積立金が６億5162万

2000円というところの追加ですけれども、これに

ついてお聞きしたいと思います。

この積立金について、今まではどのくらいで、
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この６億幾らで、合算で幾らぐらいになったの

か。それから、国から激変緩和ということで、各

自治体に今3400億円のその配分で、弘前市にはど

のくらいこれが確保されているのか。

それと、今回の令和３年度の国保料の収納率と

いうのはどのぐらいの状況なのかお答えしていた

だきたいと思います。

◎国保年金課長（葛西 正樹） まず、基金の残

高でございますけれども、令和２年度までで12億

円強になっておりますので、このほかに約６億

5000万円積み上げますと、累計で基金の残高が18

億6000万円程度になるという予定となってござい

ます。

続きまして、3400億円の公的な支援の内容につ

いてお答えいたします。

こちらの3400億円と申しますのは、国では国保

の財政運営を都道府県単位化する国保改革と併せ

て、平成27年度から低所得者対策の強化として約

1700億円の財政支援の拡充を行い、平成30年度か

らは財政調整機能の強化や保険者努力支援制度分

として、さらに約1700億円の公費を追加しており

ます。現在、総額約3400億円の財政支援を行って

いると。

当市への交付状況は、平成27年度から29年度ま

では約１億1000万円となっておりまして、30年度

以降は、県に交付されている交付金など、当市で

把握できない分を除きますと、30年度が約３億

4000万円、元年度は約２億7000万円、令和２年度

は２億8000万円となっております。県単位化の

際、国では、3400億円の財政支援は各保険者の被

保険者１人当たり約１万円に相当すると示してお

りましたので、実際に県からの交付金等には潜在

的に上乗せされている分等を掘り出しますと、当

市の国保財政に対しては毎年四、五億円程度プラ

スに働いていると認識しております。

こちらの現在行われている3400億円の財政支援

は、当市を含めた各市町村の国保保険者の財政健

全化に非常に重要な役割を果たしておりますの

で、引き続き国保連等を通じて国へ財政支援の継

続を要望してまいりたいと考えております。

収納率についてお答えいたしますけれども、２

年度の数字でお答えいたします。元年度実績は国

保の現年度分が91.58％だったのに対して、令和

２年度では最終的には92.77％と、1.19ポイント

向上しております。あわせて、滞納繰越分も元年

度実績の28.76％から31.11％と、2.35ポイント向

上しているという状況になってございます。

◎２０番（石田 久委員） 基金積立金が当初よ

りもかなり多くなっているわけですけれども、や

はり令和３年というのはコロナによって、例えば

商売をやっている方が激変で大変な状況とか、そ

れからパートで勤めている方も、かなり国保の世

帯になっているわけですけれども、その辺につい

ては今の答弁を聞きますと、やはり激変緩和のこ

の3400億円の中で、ちょっと聞き漏らしたのです

けれども、１人当たり１万円の該当というところ

でいいでしょうか。何か課長、早口でちょっと聞

き漏らしたものですから、１人当たり１万円とい

うことでよろしいのか。そうすると、弘前でいけ

ば４万人ぐらいの国保世帯ですから約４億円、そ

のお金ぐらいになるということで、今の激変緩和

のこの財政支援がかなり割合を占めているのかな

と思っていますけれども、この激変緩和というの

は、国のほうではいつ頃までこれをやろうとして

いるのか、その辺について、それがないと、多分

これほどの積立金はできなかったのではないかな

と思いますけれども、その辺についてお答えして

いただきたいと思います。

それと、今の収納率を見ますと、やはり先ほど

言ったように、自営業の方はほとんど仕事がな

かったり、それからいろいろな形で収納率が下

がっているのかなとか、あるいはコロナ禍で特例
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を国のほうでも出したのですけれども、それで見

ても、前の答弁では353世帯で約8000万円の特例

の減免がということだったのですけれども、そう

いう意味では弘前市として、今回のこの収納率で

いくと上がっているということなので、その辺の

特徴というのをもう一度お願いしたいと思いま

す。

◎国保年金課長（葛西 正樹） まず、１人当た

り１万円というところは、当初、県単位化が始ま

る際に国のほうで示したデータとして、全国に

3400億円というのは１人当たり被保険者１万円に

相当する支援であるということが示されてござい

ます。その被保険者数自体は、実際年々減ってお

るわけでございまして、当市も減っておりますの

で、それから3400億円の額自体は変わっていない

ということで、現在は１人当たり１万円を少々超

える程度ではないかということで、当市の規模で

あれば４億円から５億円程度とお話しさしあげた

ものでございます。

次に、3400億円の財政支援がいつまで継続され

るのかというところは、具体的なところは現在は

いつまで続けるとか、いついつで打切りになると

いうようなお話はされていないところでございま

すが、委員おっしゃるとおり、こちら各市町村の

国保財政の運営を続けていく上で非常に重要なも

のでございまして、突然打ち切られて財政運営を

やっていけるというものではないということで、

こちらの支援は継続していただくようにというこ

とで、国保連や市長会等を通じて継続的に要望し

ているところでございます。

そして、収納率が上がっている要因というとこ

ろでございますが、令和２年度においては、委員

おっしゃるとおり、新型コロナウイルス感染症の

影響により大幅に減収した世帯等に対して、国保

料の減免措置を講じております。減免決定によっ

て、国保料の収入調定額－－収納率の分母になる

部分でございますけれども、こちらのほうを減額

した総額が約8300万円となっております。令和２

年度の現年度分の国保料の収入額は約37億4400万

円でございます。これは、分母が調定額約40億

3100万円に対する収入でありますが、仮にこの約

8300万円を減額していなかったものとして分母に

加えて収納率を計算いたしますと91.01％となり

ます。これであると、例年をやや下回る水準にな

るということでございますので、２年度に実施し

た新型コロナウイルス感染症対策としての減免措

置が収納率向上の大きな要因であると考えている

ものでございます。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第71号

令和３年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予

算(第１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（三浦 直美） 議案第71号令
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和３年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第１号)について御説明申し上げます。

後１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算に3558万円を追

加し、補正後の額を21億2624万7000円としようと

するものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、後７

ページをお開き願います。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金の

3558万円の追加は、市が令和３年３月から５月ま

でに収納した令和２年度分の保険料を青森県後期

高齢者医療広域連合に納付するために追加計上す

るものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、後４ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する歳入予算としては、５款繰

越金の令和２年度決算の確定に伴う繰越金3558万

円を計上するものであります。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第72号

令和３年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第

１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（番場 邦夫） 議案第72号令和３年

度弘前市介護保険特別会計補正予算(第１号)につ

いて御説明申し上げます。

介１ページを御覧願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に２億

391万円を追加し、補正後の額を197億8288万円に

しようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、介７

ページをお開き願います。

４款１項１目財政調整基金積立金の１億563万

2000円の追加は、令和２年度決算による剰余金を

弘前市介護保険財政調整基金条例に基づいて積立

てしようとするものであります。

６款１項３目償還金の9827万8000円の追加は、

令和２年度介護給付費等の確定に伴い、国庫負担

金等の超過交付に係る返還金を追加計上するもの

であります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、介４ページにお戻り願います。

７款繰入金の9827万8000円の追加は、令和２年

度介護給付費等の確定に伴う国等への返還金の財

源を財政調整基金から繰入れしようとするもので

あります。

９款繰越金の１億563万2000円の追加は、令和

２年度決算による剰余金を新たに計上するもので

あります。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎２０番（石田 久委員） 介３ページなのです
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けれども、この歳出の基金積立金の１億563万円

の追加ということなのですけれども、今回この基

金積立ての中で、弘前市内の介護施設とか、そう

いうところでは、このコロナによって患者の減少

とかいろいろあって、はっきり言って破産した事

業所もあると思うのですけれども、市としてはこ

ういうような介護事業所に対して、深刻な影響を

受けているところに対して財政支援というのは

行ってきたのか。その中で１億幾らが基金積立て

として出されているのか、その辺についてお聞き

したいと思います。

◎介護福祉課長（川田 哲也） 令和２年度歳入

歳出差引額の１億871万7626円のうち、令和３年

度に繰越しして行うシステム改修費308万5500円

を除く１億563万2000円が前年度決算による歳入

として繰越しされ、財政調整交付金に積立てられ

ますが、介護事業に係る国などの負担金などは概

算で頂いており、年度が終了し、介護給付費や地

域支援事業費が確定した時点で精算する必要があ

ります。令和３年度においては、前年度から繰越

しされた１億563万2000円のうち9827万8000円に

ついて基金を取り崩した上で返還することとなる

ため、基金に残る純粋な繰越額は735万4000円と

なります。

コロナの影響を受けて閉鎖などした事業所に対

してのバックアップといいますか……申し訳ござ

いません。

◎介護福祉課長補佐（工藤 信康） 各介護事業

者への支援ですけれども、新型コロナウイルス感

染症感染防止安全対策事業として各事業所の感染

症対策の備品や消耗品の購入などに関する費用に

ついて、１法人当たり30万円を上限として、補助

の事業を昨年度は実施しておりました。

◎２０番（石田 久委員） 先ほど、国保のほう

もいろいろ激変緩和の話をしていたのですけれど

も、それに対していろいろな救済とかがあるわけ

ですけれども、今回この介護保険の場合も、この

コロナの影響によって財政支援が必要だというこ

とで、３年度の今回の補正の中で、基金が１億

563万円追加ということなのですけれども、この

中でいろいろな財政支援を市としては行って、そ

れで１億何ぼのそれが積み立てられたのかという

質疑なのですけれども。やはり令和３年ですと、

ワクチンが今やられているわけですけれども、そ

ういう中で行われる中で、その前は、令和２年度

のときは、もう施設にも入れない状況で大変だっ

たのですけれども、そういうような中で令和３年

はワクチンがかなりやられていて、その中で事業

所が潰れたりする中で、市としての支援が行われ

て、なおかつこの特別会計の補正で基金が出たの

かどうかということで聞いているわけですけれど

も、そこのところをもう一度お願いしたいと思い

ます。

◎介護福祉課長補佐（工藤 信康） 介護保険特

別会計においては、保険料の負担者から介護給付

等を差し引いた残りの額を基金として積み立てて

いることになりますけれども、実際にはこの基金

に１億500万円ほどの積立てはしておりますけれ

ども、これに合わせて国・県から頂いておりまし

た超過交付の分の9827万8000円を返還という形と

なりますので、実質的には約700万円ほど決算と

して黒字になったというふうな形になっておりま

す。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、
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これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第86号

令和３年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第

２号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（番場 邦夫） 議案第86号令和３年

度弘前市介護保険特別会計補正予算(第２号)につ

いて御説明申し上げます。

介１ページを御覧願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に1924万

4000万円を追加し、補正後の額を198億212万4000

円にしようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、介７

ページをお開き願います。

１款１項１目一般管理費の1924万4000円の追加

は、既存高齢者施設等スプリンクラー整備支援事

業費補助金等の予算を計上するものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、介４ページにお戻り願います。

３款国庫支出金の1924万4000円の追加は、歳出

の既存高齢者施設等スプリンクラー整備支援事業

費補助金等に伴う交付金を追加計上するものであ

ります。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第73号

令和３年度弘前市下水道事業会計補正予算(第１

号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎上下水道部長（坂田 一幸） 議案第73号令和

３年度弘前市下水道事業会計補正予算(第１号)に

ついて御説明申し上げます。

今回の補正は、企業債の補正などをしようとす

るものであります。

下１ページをお開き願います。

第２条収益的収入及び支出は企業債利息の財源

の一部に充てるための企業債を20万円増額し、

2600万円に改めようとするものであります。

第３条資本的収入及び支出のうち、収入では企

業債を190万円増額し、収入の合計を20億9207万

3000円に改め、これによる資本的収入及び支出の

収支不足額については、補塡財源である損益勘定

留保資金などにより調整しようとするものであり

ます。

第４条起業債は、起債の限度額を改めようとす
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るものであります。

そのほか、下３ページから下13ページにかけて

は、実施計画などを添付してございますので、御

参照くださるようお願いいたします。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） これより、令和２

年度一般会計及び各特別会計並びに各企業会計決

算の審査に入りますが、ここで、委員長より委員

各位に申し上げます。

決算審査に当たり、14名の委員から、議会運営

申し合わせに基づく質疑通告がありました。審査

の方法については、一般会計歳出は款ごとに、一

般会計歳入は一括とし、その他の会計は会計ごと

の審査区分に分けて質疑に入ります。

質疑は、審査区分ごとの会派順送りで行うこと

とし、事前に質疑通告をされた委員から質疑に入

ります。

無所属議員は、会派による質疑終了後に質疑を

お願いいたします。

次に、質疑通告をしていない質疑は、通告者全

員の質疑終了後に、改めて審査区分ごとの会派順

送りで行います。

また、質疑通告者のいない款及び各会計の質疑

は、会派順送りではなく、一括して、挙手の順で

行いますので御了承願います。

質疑を行う際は、原則当該款項目の決算書の

ページを基に質疑を行っていただきますようお願

いいたします。

なお、モニターには会派の残り時間を表示しま

すので御参照ください。

以上でありますので、御協力方よろしくお願い

いたします。

それでは、議案第74号令和２年度弘前市一般会

計歳入歳出決算の認定についてを審査に供しま

す。

まず、一般会計歳出のうち、１款議会費に対す

る理事者の趣旨説明を求めます。

◎議会事務局長（佐藤 記一） １款議会費の決

算について説明申し上げます。

決算書78ページから81ページにかけての１項議

会費は、議会運営に係る経費でありまして、予算

現額４億1384万2000円に対しまして、支出済額が

３億9792万5555円で、1591万6445円の不用額と

なっております。

不用額の主なものを申し上げます。

18節負担金、補助及び交付金の505万8143円

は、政務活動費交付金の返還などによるものであ

ります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本款に対しては、

質疑通告がありません。

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって、１款議会費に対する質疑を終結い

たします。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、２款総務費

に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長兼健康こども部理事（森岡 欽吾）

２款総務費の決算について御説明申し上げます。

決算書の80、81ページをお開き願います。

80ページから125ページにかけての１項総務管

理費は、企画部、総務部、財務部、市民生活部等

に係る経費であり、予算現額226億3493万5000円

に対しまして、支出済額は222億128万3773円、翌

年度繰越額は8839万4000円で、３億4525万7227円

の不用額となっております。翌年度繰越額の繰越

明許費は、旧市民参画センター等解体事業及び地

域おこし協力隊導入事業に係るものであります。

それでは、不用額の主なものを申し上げます。

１目一般管理費のうち、１節報酬の1042万7429

円は、会計年度任用職員に係る報酬が見込みを下

回ったことなどによるものであります。

96、97ページをお開き願います。３目財産管理

費のうち14節工事請負費の1640万4590円は、旧草

薙小学校解体工事に係る契約差額などによるもの

であります。

98、99ページをお開き願います。

４目企画費のうち12節委託料の2302万4780円

は、ふるさと納税返礼品発送等業務委託料に係る

寄附実績に応じた委託料の確定などによるもので

あります。

102、103ページをお開き願います。

５目支所及び出張所費のうち、10節需用費の

754万9133円は、相馬庁舎に係る光熱水費が見込

みを下回ったことなどによるものであります。

114、115ページをお開き願います。

８目コミュニティ施設費のうち、14節工事請負

費の503万6900円は、サンライフ弘前空調設備改

修工事に係る契約差額などによるものでありま

す。

116、117ページをお開き願います。

９目住民自治振興費のうち、18節負担金、補助

及び交付金の1785万6272円は、市民参加型まちづ

くり１％システム支援事業に係る事業費の確定な

どによるものであります。

118、119ページをお開き願います。

11目地方創生推進費のうち、12節委託料の5126

万2200円は、都市と地方をつなぐ就労支援カレッ

ジ事業に係る事業費の確定などによるものであり

ます。

124、125ページをお開き願います。

13目特別定額給付金給付事業費のうち、18節負

担金、補助及び交付金の2760万円は、特別定額給

付金給付事業に係る事業費の確定によるものであ

ります。

124ページから129ページにかけての２項徴税費

は、市税の賦課及び徴収事務に要した経費であ

り、予算現額６億9363万9200円に対しまして、支

出済額は６億7472万1621円で、1891万7579円の不

用額となっております。

128、129ページをお開き願います。

128ぺージから131ページにかけての３項戸籍住

民基本台帳費は、予算現額４億8078万9000円に対

しまして、支出済額は４億3784万7023円で、4294

万1977円の不用額となっております。

不用額の主なものを申し上げますので、130、

131ページをお開き願います。

１目戸籍住民基本台帳費のうち、18節負担金、

補助及び交付金の2877万2300円は、個人番号カー

ド交付事業に係る事業費の確定などによるもので

あります。

130ページから135ページにかけての４項選挙費

は、予算現額4359万3000円に対しまして、支出済
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額は4295万6270円で、63万6730円の不用額となっ

ております。

134、135ページをお開き願います。

134ページから137ページにかけての５項統計調

査費は、予算現額8032万7000円に対しまして、支

出済額は7915万2471円で、117万4529円の不用額

となっております。

136、137ページをお開き願います。

136ページから139ページにかけての６項監査委

員費は、予算現額6626万6000円に対しまして、支

出済額は6575万7559円で、50万8441円の不用額と

なっております。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本款につきまして

は、11名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、日本共産党。

◎９番（千葉 浩規委員） 私からは、２款３項

１目の131ページ、マイナンバーカード交付関連

事務等業務委託料、もう一つは、２款３項１目、

同じく131ページの個人番号通知書・個人番号

カード関連事務の委任等に係る交付金、こちらは

どちらもマイナンバーカード交付に関わる事業で

すので、一括して質疑をさせていただきます。

まず最初に、この委託する業務、委任する業務

の内容、そして財源について答弁をお願いしま

す。

◎市民課長（蒔苗 元） それでは、まず初めに

業務委託料につきまして御説明申し上げます。

本業務委託は、マイナンバーカードの申請や交

付の手続、相談業務などにつきまして、民間事業

者の技術を活用しながら円滑に行い、業務効率化

を図ることを目的に実施したものでございます。

業務委託の実施に合わせて、マイナンバーカード

普及促進対策室を昨年７月１日に開設しまして、

窓口サービスの向上を図ってまいりました。

業務委託の具体的な内容としましては、電話や

窓口での問合せ対応、マイナンバーカード普及促

進対策室での来庁者対応、マイナンバーカードの

交付申請事務、具体的には写真撮影とか申請内容

の入力作業、交付時の受取書類の整理作業といっ

た交付事務、そのほか電子証明書の更新等の事

務、交付通知書作成事務、郵送事務、出張申請受

付事務を実施してまいりました。

取組の結果、令和２年度末での延べ交付件数は

４万1492件、交付率は24.3％と、昨年の交付率

14.1％と比較して10.2ポイント増加しておりま

す。これは、県内10市中で４番目の伸びとなって

ございます。

続きまして、財源につきましては、委託料の支

出につきましては、全額国からの個人番号カード

交付事務費補助金で賄われているものでございま

す。

続きまして、交付金のほうにつきましての業務

内容を申し上げます。当該交付金につきまして

は、個人番号カードの作成やカードに搭載してい

る電子証明書の発行などに係る事務につきまし

て、全国の自治体が国の省令に基づいて地方公共

団体情報システム機構に委任しておりまして、こ

れらに係る経費として支出したしたものでござい

ます。

財源につきましては、国の補助率10分の10の個

人番号カード事業費補助金とカードの再交付、申

請者から徴収した手数料等となっておりまして、

交付金額に係る内訳としましては、国からの補助

が7301万7000円、マイナンバーカード再交付に係

る手数料としまして20万6000円となってございま

す。

◎９番（千葉 浩規委員） それで、具体的に

ネットでこのマイナンバーカードを申請した場合

なのですけれども、まずネットで内閣府からまず

入りまして、指示に従って、そうすると自動的に



－ 286 －

情報システム機構のホームページに移りまして、

それで指示に従って入力をしていくと、１分かそ

こらでもう全部の手続が終わると。情報システム

機構のホームページからだったのですけれども、

そうすると大体１か月ぐらいすると、交付のお知

らせが弘前市長から参りまして、そうした場合、

申請先はこういった場合、一体誰なのだろうなと

いう疑問が生じてくるのです。弘前市長に申請し

たつもりはないのですけれども。

あとは、このカード交付における当市の役割と

いうのは一体何なのだろうなと。結局、全部国か

らお金が来て、それは全部素通りして、全部国に

また戻っていくということなので、一体、弘前市

のこの交付に係る役割とは一体何なのだろうな

と、ふと疑問になりましたので、答弁お願いしま

す。

◎市民課長（蒔苗 元） マイナンバーカードの

申請における交付申請書の宛先というのは、一応

基本、弘前市長になっているというものです。

ネットでの申込みというのが情報システム機構に

なっているのですけれども、具体的な手続の仕方

という形ではそうなるのですけれども、カード申

請の事務につきましては、国の法律、いわゆる番

号利用法に基づくと、市長は市が備える住民基本

台帳に記録されている者に対し、その者の申請に

よりその者に係る個人番号カードを交付すると規

定されております。

この事務なのですけれども、国が本来果たすべ

き役割に係る事務につきまして、市が事務処理す

ることとされている法定受託事務に該当するとい

うことで、法律のほうに規定されてございます。

加えて、マイナンバーカードの様式につきまして

も国の省令に規定されておりまして、カードの表

面には交付地の市町村長名を記載するということ

で規定されてございます。

このように、取扱い事務、カードの様式という

のは法令に決められておりまして、私どもの事務

処理上でもカードの交付時は、当市の住民基本台

帳の内容を基に市職員が本人確認を行いながら手

続、交付をしているという状況になってございま

す。

◎９番（千葉 浩規委員） 結局、国からお金が

来て、そのまま市を素通りして、そのまままた国

に返っていくと。発行業務はほぼシステム機構で

やって、発行のところは委託業者がやってくれて

ということで、ほとんど国ではないのかなという

気がするのです。

それで、何かこのカード申請がなかなか進まな

いということについて、何かこう、地方が悪いよ

うな雰囲気は何となくあるのですけれども、私は

そうではないと思うのです。やはりデジタル庁も

発足したのですけれども、政府が個人情報を掌握

管理するということについて不信感がやはり国民

の中に根強くあるということで、一番の責任は国

にあるということを指摘して、質疑を終わりま

す。

◎２３番（越 明男委員） 今日は、朝から張り

切っておりまして、総務費の款項目で今日はほと

んど時間を費やすことになりそうだなという思い

で、今日は今ここに立っていました。

質疑項目は10項目なのですけれども、内容的に

は人件費に係る部分と地方創生推進費に係る分、

大きくたった二つであります。

人件費のほうから、通告に従って順次進めてま

いります。担当課長、ひとつよろしくお願い申し

上げます。

今年度の決算の審議に当たって、今年度はコロ

ナ禍の下で職員の皆さんが心身ともに大変緊張感

と多忙に処理された期間であったのかなと思いな

がら、そこで残業手当の部分をコロナ禍の下で当

初の予想よりも増えた残業手当を処理した課の状

況、これはちょっとどういう状態になっている
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か、できればベストスリーぐらいとか、そんなと

ころをひとつ御説明願えませんか。

◎人事課長（堀川 慎一） 人件費、時間外手当

の御質疑でございます。

令和２年度の時間外手当でございます。こち

ら、全会計の合算になりますけれども、市全体で

申し上げますと、令和元年度と比較すると、時間

外手当の金額としては約2400万円が減少してござ

います。増減率で申し上げますと、約7.5％の減

となってございます。

これは様々な要因がございます。例えば、昨年

度、令和２年度は国勢調査があって増えた部分も

ございます。逆に、選挙事務がなかったというこ

とで減少している部分もありまして、トータルで

は減少しているものでございます。

コロナ関連で申し上げますと、コロナ対応の各

種補助金支給事務などで増加している課がござい

ます。逆に、コロナの影響で当初予定していた行

事とかイベントが実施できずに減少した課もござ

います。コロナ関連の分として、きちんと把握は

できていないところもありますけれども、人事課

で把握している部分で申し上げますと、例えば昨

年度は、新型コロナウイルス感染症対策室では定

額給付金事務の対応により増加しております。あ

と、農政課では、コロナで影響を受けた生産者に

対する交付金事業で増加しております。あと商工

労政課につきましては、コロナの影響を受けた事

業者に対する支援事業の対応などにより増加して

ございます。

◎２３番（越 明男委員） 続いての通告に従っ

ての質疑を行いますけれども、この年度、給与改

定はどういう状況でありましたでしょうか。一般

職の一時金と月給の改定についてお伺いします。

◎人事課長（堀川 慎一） 昨年度の給与改定に

ついての御質疑でございます。

当市の給与改定につきましては、国の給与水

準、給与改定を基本としながら、地域における民

間給与の状況を反映した県の人事委員会の勧告内

容に沿った形で行っております。昨年度は、国・

県ともに期末手当の支給割合を0.05月引き下げ、

基本給については据置きという勧告であったた

め、当市においても同様の内容の改定を行ったも

のです。なお、この改定により、期末手当につい

ては支給割合が年2.5月から2.45月に、期末手

当、勤勉手当合わせた年額ですけれども、4.3月

から4.25月となってございます。

◎２３番（越 明男委員） 今の月給の改定、そ

れから一時金の改定は、この後また年末にかけて

この年度の大きな問題になってくるということも

含めて、ちょっとお伺いしました。

次に３点目、高卒の職員の採用状況、二、三、

ちょっとそこに書きました。この年度、高卒職員

の採用数、それから一般職で結構ですけれども、

初任給はどの程度の支給になっているのか説明し

てください。

◎人事課長（堀川 慎一） 昨年度採用試験に合

格して今年度採用した職員は、全体で31名ござい

ます。そのうち高校、短期大学卒業の年齢を対象

とした初級試験で採用になったのは８名でござい

ます。

続いて、初任給につきましては、初級試験に合

格して採用された高校新卒者の場合、初任給は15

万600円となってございます。

◎２３番（越 明男委員） 結構採用されている

のですね。高卒は少ないのかなとちょっと思った

ものですから。

続いて、再任用の職員の期末及び勤勉手当につ

いてお伺いします。この年度、何らかの変化はご

ざいましたでしょうか。ございましたら、変化の

内容をちょっと確認したいのと同時に、再任用の

方々の期末・勤勉手当というのは、これはそもそ

もあるのですか。あることを前提にして、どの程
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度の支給割合という状態に今なっていますか。

◎人事課長（堀川 慎一） 再任用職員の御質疑

でございます。

期末手当、勤勉手当につきましては、支給割合

は期末手当が年1.4月分、勤勉手当が0.85月分と

いうことで、合計で年2.25月となってございま

す。なお、昨年度については据置きとの勧告がな

されておりました。

◎２３番（越 明男委員） 続いて、私もこれ、

一般質問で取り上げた経験がちょっとございます

から、いわゆる会計年度任用職員、制度的に大き

く変わりました。全国的にもいろいろな問題点を

投げかけているようなのでありますけれども、再

任用職員のこの期末・勤勉手当の支給状況、支給

内容はどうなっていますか。

◎人事課長（堀川 慎一） 会計年度任用職員に

つきましては、期末手当を支給してございます。

支給割合については条例で定めておりまして、年

2.0月分を支給してございます。

◎２３番（越 明男委員） 今、触れてきました

再任用と会計年度職員の部分は、前段で取り上げ

た一般職の一時金、それから給料の改定とリンク

するものですから、恐らく。同一労働の要素が非

常に強いという部分がありますので、ここは市の

対応だけではなかなか応対できないという部分が

あるのかもしれませんけれども、一般職同様に再

任用、会計年度の部分については、地方自治体の

頭の痛いところの一つなのかも分かりませんけれ

ども、でもやはり公共団体を支える意味では、職

員、働く労働者、これ立派な石垣、城に例えると

石垣だと言われてますので、ひとつ財政当局も含

めて、今日はここには市長、副市長はおりません

けれども、必要な十分なる応対ができるように要

望しておきたいと思います。

続いて、２款１項11目、119ページの地方創生

推進費のほうに移りたいと思います。

ここは、組立て上、前もってお話ししておきま

すけれども、12節の委託料のところと、それから

18節の負担金、補助及び交付金に分けて質疑した

いと思いますので、ひとつ担当課のほう、よろし

くお願い申し上げます。

まず、この11目の中で、全体としても9000万円

近い、１億円近い不用額が出ている中で、委託料

のところが5100万円ほどの不用額が出ておりま

す。不用額のちょっと分析をしたいと思うのです

けれども、不用額が5100万円の到達、これはどう

いうふうに分析なさっておりますか。

◎企画課長（白戸 麻紀子） ２款１項11目地方

創生推進費12節委託料の不用額でございます。

不用額の合計が5126万2200円となっておりまし

て、地方創生交付金を活用している五つの事業で

実施を予定していた九つの業務でそれぞれ不用額

が発生しております。

主な理由といたしましては、新型コロナウイル

ス感染症拡大に伴う影響によって、イベントや会

議が実施できなかったこと、それから事業規模の

縮小によるもの、また契約差額によるものなどと

なっております。

◎２３番（越 明男委員） ただ、後ほどの負担

金、補助金のところと関連するのですけれども、

不用額の分析の部分については、国から支給され

たお金が処理されなかったという部分が主要な側

面だとすると、今、課長がお話ししたような分析

でいいのかなという気がするのですけれども、た

だどうもこの地方創生推進費、国からの推進費の

そもそもの銘柄が、地方自治体を本当に励ますも

のになっているのかどうなのか、ここからの分析

もちょっと入り用だと思いますので、ここは意見

だけちょっと述べておいて、そこら辺のところを

踏まえて、次に掲げている二つの事業のところを

少し質疑してみたいなと、ちょっと思いました。

最初に、このひろさきローカルベンチャー育成
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活動業務委託料、ちょっと長いのですけれども、

ここは委託先をどう見ているかと。委託先に大変

な委託料を委託しているということになっている

のですが、たしかネクストコモンズ云々かな、こ

れ一体どういう会社で、どこの会社で、何でこの

地方創生推進費の貴重な国民の税金をこの会社に

委託しているのか。つまり逆に言いますと、この

会社をセレクトしているのか、ここの担当課はど

ちらでしたか、ちょっと忘れましたが、説明して

もらえませんか。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） ひろさきローカ

ルベンチャー育成・活動業務委託料についてお答

えいたします。

まず、一般社団法人ネクストコモンズラボはど

ういった会社かというございますけれども、こち

らの会社、平成28年度に岩手県遠野市のほうでス

タートいたしましたネクストコモンズラボの取

組、これ全国展開をするための組織として、平成

29年２月に東京に設立された団体でございます。

委託の理由でございますけれども、先ほど申し

上げましたとおり、この取組を全国展開するため

に設立された団体で、当市では平成29年度からこ

の取組を行っているほか、他の九つの自治体にお

いても複数の履行実績があるということから、引

き続き委託契約を締結したものでございます。

◎２３番（越 明男委員） 私もこの今の委託先

のネクストコモンズ云々は、それなりの問題意識

を持って、今、調査をしつつあるところなのです

けれども、平成29年からという御答弁をいただい

て、ちょっとまたびっくりしたのですけれども、

岩手と言いましたか、盛岡と言いましたか。青森

県の津軽の業者を励ますようなセレクトをきちん

としないと、地方創生推進にあたわずという感じ

がちょっとするので、ここは意見だけ述べます。

次、りんご営農サポートシステム構築事業。こ

こも今の組立てと少し同じように、委託先が慶應

義塾大学と聞くだけでもすごい研究室だなと思っ

たりしていたのですが、セレクトの、委託先を選

んだ理由と、この大学の研究所といいますか、何

を最終的には成果品として期待しているのです

か。あるいは、期待できるのですか。それは現場

の農業経営者をどう励ますことになるのですか。

担当課長、よろしくお願いします。

◎りんご課長（澁谷 明伸） りんご営農サポー

トシステム構築業務委託料で、まず一つ目、慶應

義塾大学ＳＦＣ研究所を選んだ理由でございま

す。

この取組は、人口減少、担い手不足が進んでい

く中で、このりんご産地をこれからも活性化させ

ていくために、熟練技術を次の世代へもつないで

いくということを目的に取組を進めたものでござ

います。

この取組と同様の取組を先行しているものがご

ざいまして、例えば宮崎県のマンゴーであった

り、静岡県のミカンであったり、石川県のブドウ

など技術を見える化する取組を行っているのが、

慶応義塾大学が先行して行っておりまして、同様

の取組をりんごでも進めたいということで、慶應

義塾大学と連携して進むことにしたものでござい

ます。

具体的に何をやっているのかということでござ

いますが、これまでは剪定の技術を仮想空間でと

いうことは行ってまいりましたが、今回新たに始

めた取組といたしまして、摘果の技術を見える化

するということを始めております。摘果というの

は、やはり翌年の花芽形成であったり、果実への

大きな影響があるという一方で、樹体の樹勢とか

を見たりして、この木にどのくらいの実をならせ

ればいいのかという判断がやはり入門者にはなか

なか判断がつきづらいということもございまし

て、それをこの木で今の実なりだったらどのくら

い摘果をすればいいかとか、そういうことを画像
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図上でアドバイスしてもらえるようなシステム構

築を現在進めているところでございます。

連携して取り組んでおります農業関係者団体の

ほうからは、営農指導の際に最適な摘果量を見え

る化して伝えることが可能になる、あと生産者の

方からも、摘果量の確認とか見直しがしやすく

なって、適正着果量が理解しやすくなってくると

いうことで、期待の声を頂いております。

なかなかこれから実践していくには様々な課題

があると思いますが、少しでも入門者の方に分か

りやすいシステムづくりというのを取り組んでい

きたいと思います。

◎２３番（越 明男委員） それぞれの委託料の

説明をありがとうございました。

続いて、地方創生推進費の18節の負担金、補助

及び交付金のところ、２点質疑をいたしてまいり

ます。

18節の不用額3518万7000円、当初予算8200万

円、すごい残余といいますか、不用額です。まず

これ、驚きました。これをどう分析なさっており

ますか。決算の認定に当たって、この分析、これ

どういう状況だと分析していますか。

◎企画課長（白戸 麻紀子） ２款１項11目18節

負担金、補助及び交付金の不用額についてでござ

います。

こちらのほうも、地方創生交付金を活用してい

る四つの事業で実施を予定していました八つの補

助事業等でそれぞれ不用額が生じております。主

な理由としましては、委託料と同様に新型コロナ

ウイルス感染症の拡大に伴う影響ということで、

企業活動が停滞というか、活発に行われなかった

りですとか、そういったものがあったほか、国が

新たに創設した補助事業を活用したことによっ

て、こちらの交付金の事業を活用していなかった

という事例もございます。こういったことで、交

付金を活用した補助事業の実施の見込みが下回っ

たことによるものなどとなっております。

◎２３番（越 明男委員） それでは、ここの第

２款の通告の最後になりますけれども、今、白戸

課長から説明のあったここの18節、４事業とか

おっしゃいましたが、この中のライフ・イノベー

ション推進の問題を少し取り上げたいと思うので

すが、それも多岐にわたりますから、私のほう

は、企画課担当の先端医療促進に絞ってちょっと

何点か伺いますので、説明していただけません

か。

1075万円の決算額になっているのです。まず、

先端医療促進、これ「先端」のつくのがむちゃく

ちゃはやっている。何のことだかよく分からな

い。本当に困るぐらい、私だけかも分かりません

けれども、これはこの事業の目的というのは、一

体、負担金をどの方に出すのですか。これは何の

先端医療を促進、どういうことなのですか。

それから、もう一つ、今の部分と併せて、委託

先、ここに医療機関及び民間事業者とあるのです

けれども、これは委託先は市内のということで理

解してよろしいのでしょうか。

もう１回戻りますけれども、先端医療促進とは

何かということと、併せて先端医療促進のこの負

担金を出すことによって、市にとって、市民に

とってどういう効果があると分析なさっている

か、そこをまとめてお願いします。

◎企画課長（白戸 麻紀子） まず、先端医療と

はということで、こちらのほうは、市民の健康寿

命の延伸を目的に先端的な医療の体制の整備、強

化につながるということで、例えばロボットスー

ツを使いました先端的なリハビリテーション、そ

れから再生医療、そういった分野を対象に、機器

やシステムの導入に対して補助を行っているもの

でございます。補助対象者につきましては、委員

がおしゃったとおり、市内の医療機関及び民間事

業者ということとなっております。
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市にとっての効果ということでございます。令

和２年度は、この補助金を活用しまして、自立支

援用のロボットスーツ、それからリハビリテー

ションの効果検証に用いる３次元動作分析装置、

そしてＶＲ機能を有した歩行訓練装置の導入に対

する３件の補助を行っております。例えば、自立

支援用ロボットスーツを用いました歩行のリハビ

リテーションでは、歩行距離や歩行速度に改善が

見られたといった報告があったほか、３次元動作

分析装置については、従来判定できなかった関節

の角度、そういったものを分析が可能となったこ

とによってリハビリテーションの効果検証の精度

が向上したというような報告があったところで

す。

このように、先端的な医療技術の導入を促進す

ることによりまして、地域医療の体制強化が図ら

れ、市民が当市において先端的な治療を受けられ

る、ひいては市民の健康寿命の延伸に寄与すると

いうことで考えております。

◎２３番（越 明男委員） 私、これで終わりま

す。２時36分まで、持ち時間35分のうち30分を費

やそうとしたのですが、今日は非常に簡潔明瞭な

御答弁を頂いて、10項目の割にはすっすと行くも

のですなと思いながら、でもちょっと地方創生推

進費についてはもう少し時間をかけて、私自身が

ですよ、時間をかけて、それから大分時間もたっ

てきている、これは５年、６年、７年かかって来

ている部分があります。ここは相当なメスを入れ

て必要な分析をちゃんとやって、本当に弘前で働

く人たち、自営業者の皆さん、法人の皆さんを励

ますものになっていたかどうかというのは、少し

メスを入れて分析しようではありませんか。とい

うか、分析したいと思います。

委員長、終わります。

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、櫻鳴会。

◎４番（齋藤 豪委員） 今、23番の越先輩の滑

らかな進行に、私自身、非常に戸惑っておりま

す。では、通告に従いまして進めさせていただき

たいと思います。

まず、１項目めは、２款１項４目の、説明書の

45ページになります。いいかも！！弘前応援事業

(ふるさと納税寄附金推進事業)に対して、幾つか

お聞きしたいと思います。

３月の予算委員会で皆さんが聞かれておられた

のですけれども、私もちょっと聞きたいところが

あったのですけれども、時間の都合上聞けなかっ

たので、今回に送らせていただきました。

説明書を見ても、非常に寄附金が増えて、件数

も増えたと。担当部署の方々の努力のたまものか

なと思うのですけれども、この寄附金が増えた要

因、この実績について、何か思い当たるところが

あればお知らせください。

また、説明書の中に令和２年度寄附実績の表が

あるのですけれども、１番から７番まであります

けれども、突出して１番と３番と７番のコースが

多いのかなと。このコースについても、ちょっと

詳しくお知らせください。

◎広聴広報課長（土岐 康之） ただいま、二つ

の質疑があったかと思います。

まず、令和２年度のいいかも！！弘前応援事

業、ふるさと納税寄附金の実績が増えたことの要

因ということで、こちらのほう、担当課としまし

ては、主な要因としては年度の後半に11月から

ポータルサイト、ふるさと納税をインターネット

上から申し込むポータルサイトを１サイトから三

つのサイトに増やしたこと、あと10月からは返礼

品発送等の業務を市から委託する中間事業者が切

り替わり、豊富な実績、ノウハウを生かして返礼

品の管理、ＰＲなどが強化されたことが大きいと

考えております。またほかに、この中間事業者に

よる返礼品の新たな掘り起こし、提案が増えたこ

とも貢献していると捉えております。
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続きまして、三つの寄附のコースがありますけ

れども、そちらのうち多かった寄附コースの内容

でございますけれども、一番多かったのが日本一

の「さくら」応援コースということで、弘前公園

の桜管理や弘前公園の景観保持・整備に関するも

のとして寄附いただいたものを弘前公園お城とさ

くら基金に積み立てて活用しているもので、やは

り日本一の桜の名所ということで、ここら辺が寄

附者の気持ちを捉えて寄附が多かったものと思い

ます。

また、弘前子ども未来応援コースも多かったで

す。子育て環境の充実を図る事業に活用するもの

として、弘前市子ども未来基金に積立てして活用

しているものでございます。こちらも、弘前市の

子供たちを気にかけ、将来に向けて応援する方が

多かったものと思っております。

三つ目ですけれども、多かったものとして日本

一の「りんご」応援コース、設置しております。

こちらは生産量日本一のりんごをはじめとした農

業全般に関する事業に活用するものですけれど

も、こちら昨年度、令和２年度に新たに設置した

ばかりのコースでありますけれども、返礼品のほ

うも突出してりんごが選ばれているということ

で、やはり弘前はりんごのまち、地域だというこ

とで皆さんが思っているということで、おいしい

りんごを応援するということで寄附額が増えたも

のと考えております。

◎４番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

まさに寄附される方の思いがここに反映されて

出てくるわけですけれども、私ども会派でふるさ

と納税をやっている自治体を幾つか視察したので

すけれども、ふるさと納税をしていただく、さら

にはこういうコース、目的があってしていただく

と。それに対して取組されている市は、結果そう

いうお金がどういうふうに使われたのか、どうい

うふうに役立てられているのか、そういう報告書

をもらうとすごくうれしいと、視察のときの研修

で分かりました。当市もそういうところまでぜひ

踏み込んでやってほしいです。

また、この増えたこれを来年度以降、さらに大

きくしていくために何かお考えはありますでしょ

うか。お知らせください。

◎広聴広報課長（土岐 康之） ただいま御要望

といいますか、頂いた御意見としまして、どう活

用されているかというところを寄附された方に

ちゃんと届けることが大事ではないかということ

だと思います。

現在のところ、当市のほうでは、寄附者に対す

る寄附金の活用のフィードバックとしまして、市

ホームページ上のふるさと納税応援ページにおい

てコースごとに寄附金を活用した概要を紹介して

おります。また、ふるさと納税の寄附を申し込む

ポータルサイト上にも、活用の概要を紹介してお

りますけれども、今お話があったように、もう

ちょっとフィードバックといいますか、寄附され

た方に対しての情報提供というのは、もうちょっ

と手厚くしたほうがいいのかなということは感じ

ておりますので、今後いい方法がないかというこ

とで、他市の状況も見て考えていきたいと思って

おります。

あと、今後の増やす方法ということのお話でし

たけれども、直近でまず、昨年の取組でサイトの

ほうを、ポータルサイトを増やしたことで大きい

増加要因になりました。今後も、ポータルサイト

というのはいろいろとございます。昨年増やした

ところは大分シェアが大きいところですけれど

も、そのほかにも有効なポータルサイトがありま

すので、そちらのポータルサイトを増やすという

ところで、いろいろな方に弘前市のふるさと納税

というのを見る機会を増やすというところが一つ

のポイントだと考えておりまして、今年度に関し
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ましてもポータルサイトを増やすということの準

備を進めておりまして、９月６日から一つポータ

ルサイトを増やしております。

あと、今の現状としましては、返礼品の魅力が

高いところが寄附が上位に来ている自治体も多い

と思いますので、そういう返礼品の部分、弘前市

の地域資源でもありますけれども、そちらをもう

ちょっと分かりやすく、もっと魅力的に見えるよ

うに紹介していくことも大事なのかなと思ってお

りますので、そういう点も踏まえて今後取り組ん

でいきたいと考えております。

◎４番（齋藤 豪委員） 最後１点だけ、もう一

つだけお聞かせください。返礼品のお話が出たの

で、返礼品の人気ベストスリー、また逆に返礼品

としてちょっと人気がないなというのも、もしお

知らせできればお聞かせください。

◎広聴広報課長（土岐 康之） 当市の返礼品で

すけれども、先ほども少し触れましたけれども、

約８割ぐらいが、返礼品として選ばれているのが

りんごの生果になっておりまして、これからシー

ズンに入っていろいろ寄附の件数も増えてくるも

のと思っております。令和２年度におきましてで

すけれども、人気のあった返礼品につきまして

は、傾向としてりんごですけれども、家庭用とか

訳ありとか、味がよくて数量の多い返礼品が多く

選ばれております。また、りんご関連ではりんご

ジュースもとてもおいしいということで人気があ

りまして、こちらも２番目の人気のカテゴリーと

なっております。そのほか嶽きみや日本酒なども

人気の返礼品となっております。

残念ながら人気のなかった返礼品ですけれど

も、令和２年度に関しましては、体験とか宿泊が

できる返礼品もございますけれども、こちらは当

市を訪れて利用する返礼品になりますけれども、

昨年度に関してはコロナの影響もあったのかなと

思いますけれども、そういうこともあって、

ちょっと件数のほうは大分少なかった状況であり

ました。

◎４番（齋藤 豪委員） この款については最後

に要望を述べたいと思いますけれども、まず返礼

品にりんごが出てきてくれてよかったなと、ほっ

と胸をなで下ろしております。結局、ふるさと納

税していただく、さらにはそれをどのように使っ

たか、こちらからは非常にそれがこういうふうに

役立っているとか、こういうコースに基づいてい

ろいろ役立っているとかというような情報のやり

取りで向こう側の方とつないでいただくというこ

とを大事にしていただきたいなと思います。よろ

しくお願いします。

続いて、２款１項９目の説明書の59ページであ

ります。エリア担当制度ということで、３月には

石田委員がお聞きしておりましたけれども、非常

にコロナ禍にあって、なかなかこういう町会へ出

向いて、町会の方々と地域の方々とのつなぎ役と

いうのは非常に難しい御時世であったかなと思う

のですけれども、この中でもエリア担当制度が行

われた効果、それで今後どのような取組を進めて

いくのか。さらに、この制度に対するいろいろな

改善点とかがあろうかと思います。お知らせくだ

さい。

◎市民協働課長（高谷 由美子） エリア担当制

度についてお答えいたします。

最初に、エリア担当制度の事業の効果というこ

とでございますが、エリア担当制度は市内全26地

区の町会連合会ごとに職員を配置し、地域の要望

や課題を担当課につなげ、課題解決に向けた支援

を行うことや、地区町会長会議へ出席し、市の施

策等を分かりやすく伝えるといった活動を行って

おります。

制度の効果につきましては、担当職員を通じた

案件処理件数が制度導入当初に比べ増加傾向にあ

り、相談しやすい関係性が構築できていると考え
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ております。また、昨年10月に実施した市内全町

会長へのアンケート結果において回答のあった

295町会のうち64％から、エリア担当制度につい

て今のままでよいとの回答を頂いており、地域と

行政のつなぎ役として一定の成果が上がっている

ものと捉えております。

続いて、このコロナ禍での今後の制度の進め方

というところだと思いますけれども、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、各地区では会議の

中止や書面での総会実施など、集まり自体が減少

しております。そのことから、令和２年度の地区

町会長会議への出席は218回で、令和元年度の343

回から約４割減となっております。一方で、町会

から寄せられた要望等の案件処理件数につきまし

ては、429件と令和元年度の424件から増加してお

りまして、地域の要望や課題を吸い上げ担当課へ

つなぐという役割については新型コロナウイルス

感染症の影響を受けずに実施できるものと捉えて

おります。

また、令和２年度と令和３年度を比較して見ら

れる傾向として、単位町会の役員会への出席依頼

が増えております。このような小さい会議のよう

な機会も大事にしながら、積極的な市政情報の提

供や地域要望等の吸い上げに努めていきたいと考

えております。

◎４番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

それこそ町会へ出向いて、様々な叱咤激励、意

見、要望があろうかと思います。生の声を聞い

て、いかにそれを市政に反映していくかが非常に

大切な業務だと思います。今後ともぜひ継続して

続けていってほしいなと思います。

ちょっと関連してくるのですけれども、次の款

項目なのですけれども、２款５項１目、説明書の

70ページですけれども、市民アンケートというこ

とで、こちらはまた広域的なアンケートになろう

かと思うのですけれども、アンケートの場合こち

らから事前に質問項目というのを設定してのアン

ケートになろうかと思いますけれども、そういっ

た場合、それをどのように行政に反映させていく

のか。アンケートも随分続けて実施されているよ

うですけれども、このアンケートの効果について

どのように受け止められておられるかお知らせく

ださい。

◎広聴広報課長補佐（菊地 謙太郎） ただいま

質疑のありました市民意識アンケートの実施の目

的等だと思っておりますが、まず市民意識アン

ケートというものは、市が実施する取組の成果や

満足度、地域課題の重要性や優先度を把握し、今

後の施策の企画立案及び改善のため、政策評価を

行うための基礎資料を得ることを目的として実施

しているものです。

◎４番（齋藤 豪委員） さきに頂いた弘前市民

意識アンケート集計結果報告書というのがあるの

ですけれども、この中で満足度が25.7％というこ

とで、これが果たして高いのか低いのかは私は

ちょっと知る由もないのですけれども、ただ年々

上がってきているなというふうには、グラフ上は

なっておりました。ただ、満足度が低い分野、雪

への取組とか広聴の機会とか幼児教育、保育サー

ビスとかがあるのですけれども、まさにエリア担

当の方が担っておられる、意見を聞くというよう

な部門とか、やはり多いのは雪対策であったのか

なというような印象を受けます。この満足度をぜ

ひもっと高いものにするべく、エリア担当並びに

市民アンケートをしっかりと担当部署へつない

で、市民の意見を拾い上げていってもらいたいと

思います。

次に移ります。

２款１項１目、これは決算書の85ページであり

ます。委託料のＩＣＴ活用事業のところのテレ

ワーク環境構築業務委託料のところについて質疑
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しますけれども、私、以前に一般質問でも弘前市

のＩＣＴ、さらにはテレワークにこのコロナ禍で

どのように弘前市として取り組んでいくのか、今

これを構築することによってどういう成果があっ

たのかお知らせください。

◎情報システム課長（羽場 隆文） ＩＣＴ活用

事業のテレワークについてです。

今の状況ということですけれども、昨年度にテ

レワークの端末を15台追加しまして、現在20台で

運用しております。利用状況としましては、昨年

度82件、約8,000時間利用されており、東京事務

所の職員による新型コロナ感染症対策の在宅型の

テレワークが主な利用となっておりました。また

今年度は、感染症の影響によって職員がやむを得

ず自宅待機などが必要になった場合の対応とか、

あとまつり本部でのモバイルワーク－－自分の席

から離れたところで業務を行うというモバイル

ワークとか、あと休みの日に市のホームページを

更新、早くデータを変えたいということの対応と

かで利用しております。

◎４番（齋藤 豪委員） まさにコロナ禍でこう

いう状況にあって、ＩＣＴを活用してテレワーク

を行うことによって働き方改革にもなるでしょう

し、職員の密も防げます。また、先ほど来触れて

きた市民からのアンケートとか、そういうところ

にも今後はＩＣＴを活用していってほしいなとい

うふうな思いを述べて終わりたいと思います。

◎委員長（工藤 光志委員） 暫時、休憩いたし

ます。

〔午後２時５３分 休憩〕

───────────────

〔午後３時１５分 開議〕

◎委員長（工藤 光志委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

◎４番（齋藤 豪委員） 続いて、２款１項11目

の委託料、都市と地方をつなぐ就労支援カレッジ

について質疑します。

説明書には泉佐野市のほうからということで書

いてあったのですけれども、今年度はコロナ禍で

来られなかったようでゼロ人と書いてあったので

すけれども、これ今年度は無理としても、その前

の年は何人ぐらい来ていて、どのような方が来ら

れて、どのような成果があったのか。また、今後

についてもどのようにお考えかお聞かせくださ

い。

◎農政課長（齊藤 隆之） 都市と地方をつなぐ

就労支援カレッジ事業でございます。先ほど委員

のほうでお話があったとおりで、令和２年度につ

きましては、このコロナの影響によりまして都道

府県をまたぐ移動が制限されたということで、そ

れの見通しが立たない中で受入れができなかった

というふうな状況でございました。

令和元年度の受入れの状況でございますけれど

も、人数としては66人でございます。この事業そ

のものが大阪にある泉佐野市と連携して、大阪の

ほう、泉佐野市のほうで農業技術の基礎を学んだ

後に、弘前のほうで農業法人において実践的な農

業技術の研修をするというふうなことでございま

して、大阪のほうで農業技術というのを学ぶ方と

いうのが、就労経験に乏しい若者というふうな方

になってございます。そういう方を泉佐野市のほ

うで募集をかけて研修をした後に送り出すという

ふうなことでございまして、年齢的には若年、若

年無業者と、ちょっと言葉を変えて言えばそうい

う方になりまして、大体二十歳から30代、そう

いった方が多いというふうな状況でございます。

この事業の効果ということでございますけれど

も、こちらのほうは、目的として二つございまし

た。一つが地域農業の多様な担い手の育成確保で

ございます。もう一つが補助労働力の確保、育

成・確保の二つの目的で実施したところでござい

ます。担い手の育成確保につきましては、送り出



－ 296 －

しを担当しておりました大阪のＮＰＯ法人ともい

ろいろ協議をして、なかなかそちらのほうは難し

いなといった状況で、実際に弘前のほうで就農さ

れた方というのはいらっしゃいませんでしたけれ

ども、こちらのほうで研修をされた中、体験され

た若者の中では、研修という形ではなくて、一定

の期間農業法人で雇用というふうな形で一時期就

労された方も数人いらっしゃいます。ただ、実際

にこれまでの状況、生活環境から文化からいろい

ろなものが違う中でというのは、就労経験の乏し

い若者には難しいのかなというふうなところで、

そちらのほうは我々のほう、思っているところで

ございます。

もう一つの補助労働力の育成確保につきまして

は、受け入れた農業法人におかれましては相当助

かったと。これによって、非常に我々、必要な時

期に必要な労働力としても活用ができたというこ

とで、そちらのほうは一定の効果があったものと

考えております。

◎４番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

まさにりんご農家、私もそうなのですけれど

も、慢性的な人手不足に陥っております。できれ

ばそういう就農支援とか、興味のある方を大都市

から受け入れるような機会をまた模索してほしい

なと思います。

次に移ります。

２款１項11目の決算書の119ページですけれど

も、委託料のりんご営農サポートシステム構築と

いうことで、先ほど越先輩がるる質疑されて、説

明を受けておられました。大まかなことは分かり

ました。

私からは１点だけ。りんご農家として、去年と

おととしの事業ですよね、摘果は今年で完了して

いると思うのですけれども、剪定はまだ、今年の

冬、残っておられると思うのですけれども、我々

現場のサイドにはこのような構築システムがどの

ように現場のほうに下りてくるのか。もし分かる

のであれば分かる範囲で、一般の農家の方がそう

いう情報をどのように活用できるのかお知らせく

ださい。

◎りんご課長（澁谷 明伸） りんご営農サポー

トシステム構築事業でございますが、どのように

して生産者の元へということでございますが、昨

年度から取組を始めておりまして、現在デモ段階

ではございますが、スマートフォンのアプリでデ

モを作って、デモのシステムを用意しておりま

す。そのスマートフォンで写真を、りんごの木を

撮ったときに、例えばこの樹勢であればあとどの

くらい摘果したほうがいいかとか、どのくらいの

実をならせればいいかというのを、デモ段階で今

作成しておりまして、それを来年度、さらに農業

関係者団体の指導員の皆様にもそこを検証して頂

いて、アプリとして今後普及させていきたいと

思っております。

時期的には、いつからそのアプリを普及といこ

とは今の段階でははっきりと申し上げられる時期

ではないのですけれども、できるだけ早く新規就

農者の方であったり、これからやってみたい、も

う既にやり始めてもまだ経験の浅い方などが摘果

の参考にしてもらえるような、手軽に使えるアプ

リのシステムを導入したいと考えております。

あともう一つ、先行して進めております剪定技

術のほうにつきましては、今年度も指導をされる

皆様にも使い込んで頂いて、これから冬期間に剪

定の大会とかございます、様々な箇所で。そうい

うところでも、その仮想空間での剪定技術という

のを体験をしていただいて、生産現場の皆さんの

声を頂いた上でそれをブラッシュアップさせて、

令和５年度からの本格的な活用につなげてまいり

たいと思っております。

どのような場所で使えるのかというのは、現段
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階の構想でいきますと、例えばりんご公園に用意

させていただいて、予約制とかで無料で、例えば

農閑期とかに青年部の皆様にお集まり頂いて活用

してもらうとか、手軽に使ってもらえるような環

境にしたいと思っております。

◎４番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。

それこそ、りんご農家、まさに慢性的な人手不

足なのですけれども、いざ摘果とかになると、結

構退屈なのですけれども、結構思考力を求められ

る仕事です。摘果作業であれば、まさにそういう

技術があれば非常に助かるかなと。私自身、うち

に来られる作業員にどうやって教えればいいのか

なというのがすごい悩みの種でして、ぜひとも現

場にそういう技術が下りてくることを願っており

ます。

では続いて、２款４項１目、ページは132ペー

ジ、選挙費でございます。

通告しているのですけれども、昨年は幸いにし

て選挙はございませんでした。今年は衆議院選挙

が任期満了に伴って行われるということで、コロ

ナ対策、去年コロナ対策はやっておられたのか、

講じておられたのか。また、コロナで投票率が下

がっているというのが非常に取り沙汰されている

のですけれども、コロナのこういう事態であれ

ば、まさに投票率も下がるであろうということ

で、コロナに対する対策はどのようにされておら

れるのかお聞かせください。

◎選挙管理委員会事務局次長（村元 広美） そ

れでは、選挙におけるコロナ対策ということでご

ざいます。

委員おっしゃったとおり、昨年は選挙の執行が

ございませんでしたので、コロナ対策ということ

であれば、選管事務局で不在者投票であるとか、

あと選挙人名簿の閲覧にいらっしゃる方がいます

ので、その方たちに使用していただくアルコール

消毒液であるとか、あと職員が使うビニール手

袋、それから消毒用のペーパータオルとか、これ

を２款４項１目選挙管理委員会費の消耗品費から

7,000円程度出費したものがございます。

新型コロナウイルス感染症対策に関しては、衆

議院の選挙はいつ解散になるか分かりませんの

で、対策としては随時継続して検討を続けてまい

りました。いよいよ本年11月までには執行される

予定になっておりますので、国・県からの通知や

情報提供、ほかの自治体の感染症対策を参考にい

たしまして対策をまとめております。

まず、投票所において実施する感染症対策とい

たしましては、投票所の出入口に消毒液を設置

し、来場者に消毒をお願いすること、投票事務従

事者はマスク、フェースシールド、ビニール手袋

を着用すること、投票用紙の記載用として使い捨

て鉛筆を用意すること、それから定期的に投票所

の換気、記載台や来訪者の手が触れる部分の消毒

などを行うこととしております。

また、有権者の方々に対しては、選挙をお知ら

せするチラシや広報ひろさき、市ホームページな

どで投票所でのマスクの着用、せきエチケットの

徹底、投票所出入口での手指の消毒の実施、来場

前・帰宅後の手洗いの実施、投票所でのソーシャ

ルディスタンスの確保、あと可能であれば投票用

紙記入用の鉛筆またはシャープペンシルの持参な

どをお願いする予定としております。

また、新たな取組といたしまして、投票所の混

雑を防止するため、投票所が比較的空いている日

や時間帯を探す参考にできるよう、過去の選挙の

データを基にした期日前投票所の日別の混雑状況

や、当日投票所の時刻別の混雑状況をチラシや市

ホームページに掲載することとしております。

投票所における感染症対策と来場する有権者の

皆様に対応していただくことを十分広報すること

により、安心して投票に来ていただいて、投票率
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を上げていけるよう準備をしてまいりたいと考え

ております。

◎４番（齋藤 豪委員） 大変丁寧に、説明あり

がとうございます。

まさに需用費とか消耗品費とか、備品購入代な

るものが計上されておられるのですけれども、こ

れコロナの対策に関連するものなのかなという思

いで聞かせていただきました。また、投票率が下

がっている中で、コロナ禍にあってはコロナ対策

を万全にやっているというな啓蒙活動も必要で

しょうし、またさらに職員の方が立会いされてい

ますよね。ああいう現場でもコロナ対策をしっか

りやっていただけるよう、意見を申し述べて終わ

りたいと思います。ありがとうございました。

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、創和会。

◎６番（蛯名 正樹委員） 私からは、２款１項

１目、決算説明書の38、39ページ、決算書の83

ページの委託料、職員研修でございます。

研修を様々やられていると思うのですけれど

も、研修項目の中で事務処理ミスを防止するため

に行っている研修項目、あるいは科目で、事務処

理ミスを防止するために行っている科目などは

あったのか。それと、研修での成果、効果、その

辺をどう認識しているのか、まずはお伺いしま

す。

◎人事課長（堀川 慎一） 職員研修の関係でご

ざいます。

昨年度の職員研修ですけれども、内容としまし

ては初任者や新任係長級、新任課長補佐級、課長

級職員研修などの階層別の研修と、あとは市政を

取り巻く様々な課題を解決するため幅広い知識や

能力の習得を目指す特別研修を実施して、延べで

70の内部研修を実施してございます。その中で事

務処理ミス防止に特化した研修というのは実施し

てございませんけれども、どの研修においても少

なからず事務処理ミスの防止に関わる要素が含ま

れているものと思ってございます。その中でも関

連性が高い研修としては、例えばコンプライアン

ス研修は全ての階層別研修で実施してございま

す。あと、チームマネジメント研修は新任係長級

で実施しております。あと技術職員研修、あと仕

事の段取り力向上研修などがございます。このほ

かにも、人事課で実施しているものではございま

せんけれども、会計事務研修とか契約事務研修な

どもそれぞれの課でこれまで実施してございま

す。

また、今年度の話になりますけれども、新たに

今年度は課長級、課長補佐級の職員を対象にした

リスクマネジメント研修を年間計画に加えてござ

います。さらには、事務処理ミスが続いたことを

踏まえまして、年間計画とは別に管理監督者研

修、技術職員研修を実施するなど、事務処理ミス

の防止に努めているところでございます。

◎６番（蛯名 正樹委員） 様々御努力されてい

るというのは十分分かるのですけれども、やはり

研修の項目の中にもＯＪＴ研修とか様々やってい

るようです。それで、技術職員のチェック能力の

アップとか、設計・積算の能力のアップのために

検査室に中堅職員あるいは若手職員等を配置し

て、そういう研さんを積むような人員配置もかつ

てはしましたけれども、今はちょっとどうなって

いるのか。多分いない－－いないというか人員が

割けないとか、いろいろなことがあってやってい

ないのかも分からないのですけれども、今は実際

どうなっているのですか。

◎契約課長（黒沼 立真） 検査室は契約課のほ

うになりますので、私のほうから答弁申し上げま

す。

令和元年度までは、技術職員として、現役の職

員と言えばあれですけれども、が技術指導であっ

たりを担っておりました。ただ、やはり検査室の

検査業務というのが、非常にシーズン的なものも
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ありまして、その関係もあると思うのですけれど

も、結果、新陳代謝等により、３年間で３名だと

思うのですけれども減員されております。今現在

は、そういう技術指導という立場の人間というの

はおりません。ただ、その検査職員のほうで実際

の設計審査を行う中で、その設計の中身の部分で

はないですけれども、これまでの経験等を生かし

てアドバイス等は行っております。

◎６番（蛯名 正樹委員） やはり研修と人員配

置等、様々なことでそういう事務処理ミスを総合

的に防いでいくというふうな視点が必要だと思い

ます。

ちょっと意見を述べて終わりますけれども、自

治体のリスク管理、危機管理に対しては、通常の

業務と一体であってこそ有効な取組として効果を

発揮するものと考えております。通常業務と一体

化に向けたやり方としては、今さっきやった研修

体系の見直し、庁内の意思決定、調整システムの

改善、チェック体制の強化、それと人事評価制度

の活用など、システム、制度としての導入が必要

と私は考えております。

2020年４月に改正自治法が施行されて、内部統

制制度の導入が県や政令市においては義務づけら

れましたけれども、その他の自治体は努力義務で

はありますが、弘前市も内部統制制度の導入の研

究・検討、様々な形で今後臨んでもらいたいと思

います。

次に移ります。

２款１項１目、85ページ、契約管理・電子入札

システム導入支援業務委託料。まずは、この決算

説明書にも載っていますけれども、具体的な業務

内容と委託先、そして求める効果についてお知ら

せください。

◎契約課長（黒沼 立真） すみません。今の項

目に入る前に、先ほどの私の答弁でちょっと誤解

を与えるような部分があったかもしれませんの

で、訂正させていただきたいと思います。

先ほど、技術指導を行う職員がいないというふ

うにちょっと申し上げましたけれども、現役の職

員で技術指導を専門に行う職員がいないという意

味で訂正させていただきます。実際、検査室の職

員においても、技術指導は必要に応じて行ってお

ります。申し訳ありませんでした。

契約管理・電子入札システム導入支援業務のま

ずは具体的な内容、あと委託先、効果というお話

でした。お答えいたします。

まず、業務内容ですけれども、電子入札の運用

開始に向けまして、契約管理・電子入札システム

の構築を委託したものであります。目的といたし

ましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止と入札参加事業者の利便性の向上及び入札事

務の効率化を図るものであります。

委託先でございますが、株式会社日立システム

ズ東北支社であります。

効果ということでございますが、ちょっと目的

にもかぶるところはありますが、入札事業者に

とっては、まずは利便性の向上と。我々契約をす

る側といたしましては、入札事務の効率化を図っ

て事務処理ミス等をなくするということを目的と

して、効果として見ております。

◎６番（蛯名 正樹委員） 入札システムの効率

化、迅速化と入札する業者の利便性向上というふ

うなことでございます。振り返ってみれば、その

事務処理ミスが起きてしまった場合に、このシス

テムでは、なかなかまだそういうふうな、今年も

起きていますので、なかなか難しいのでしょうけ

れども、そういう事務処理ミスを起こさないよう

な考え方を取り入れているというふうなことは理

解しました。

そういう意味において、いろいろなシステムの

デジタル化、あるいはそういうふうなことで未然

に防ぐというふうなこともあろうかと思いますけ
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れども、さきに入札取消し、取りやめなどが結構

あって、そしてそのルールがやはりしっかり確立

されてないことが入札者あるいは市民の不安をか

き立てたところがございますので、ぜひこういう

ふうなシステムと同様、しっかりしたルールづく

りを早急に構築していただきたいと思います。終

わります。

◎７番（石山 敬委員） 私からは、２款１項９

目、決算書116ページ、ボランティア支援事業、

説明書58ページについてお伺いします。

まずは、この説明書を見ますと五つの事業がご

ざいますが、令和２年度に実施した内容について

お伺いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） ボランティア

支援事業の内容についてお答えいたします。

令和２年度に行った主な取組内容といたしまし

ては、一つ目として弘前市や周辺地域で活動して

いるボランティア団体や市民参画センターを利用

している団体間の交流と情報交換、日頃の活動内

容を紹介することを目的とした市民ボランティア

交流まつりを開催いたしました。

また、市内周辺でボランティア活動をしている

人を講師に招き、話を聞くなど、ボランティアを

学ぶ機会を提供する講座「ほっと・ぼらんてぃ

あ」の開催、ボランティアに興味・関心を持つ方

に活動を始めるきっかけづくりとしてもらうた

め、様々なジャンルのボランティアを１日だけ気

軽に体験してもらう一日体験ボランティアの実

施、ボランティアスタッフとボランティア支援セ

ンターの職員が共同で企画・作成しているボラン

ティアに関する情報誌「ふくろう通心」の発行、

そしてボランティアに関心のある人やボランティ

アを必要としている団体からの相談を受け、その

人に合った活動の紹介やアドバイスをしたり、活

動希望者と受入れ希望者との橋渡しを行う相談

コーディネート業務、これらをボランティア支援

業務として実施したものであります。

◎７番（石山 敬委員） これを見ると、各事業

ごとに参加人数、相談件数が載っておりますけれ

ども、この参加人数と相談件数について、令和元

年度と比べてどうだったのかお伺いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） お答えいたし

ます。

ボランティア相談、情報提供等の件数は、令和

元年度は274件、令和２年度は129件と、約半数と

なっております。これは、新型コロナウイルス感

染症の影響によりボランティアを受け入れる団体

の活動が縮小したり、ボランティア活動をしたい

と思う人も自粛傾向にあったことによるものと考

えております。

一方で、市民ボランティア交流まつりの参加者

は、令和元年度の273名に対し、令和２年度は327

名と増加してございます。感染防止対策をしっか

りと行って、また会場を２か所に分散して開催し

たことで、多くの方に来場いただけたものと考え

ております。

ほっと・ぼらんてぃあの講座については、令和

元年度は４回実施し、参加者は合計35名、令和２

年度は新型コロナウイルス感染症の影響で１回の

みの開催となり、22名の参加がありました。ま

た、一日体験ボランティアについては、令和元年

度は３回で23名、令和２年度は５回で49名の参加

となっております。従事する内容によって募集定

員が異なるため、一概に比較することはできませ

んが、毎回定員を満たしている状況となっており

ます。

令和２年度の傾向を見ますと、新型コロナウイ

ルス感染症の影響もあり、実際の活動自体は少な

くなっておりますが、イベントの開催や体験機会

を提供すると多くの参加者が集まる状況にあり、

市民のボランティア活動への関心は高まっている

ものと認識しております。
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◎７番（石山 敬委員） 令和元年度と比べて、

コロナ禍にはありますけれども、この市民ボラン

ティア交流まつりと一日体験ボランティアの参加

者が増えているということでございました。

次に、ボランティア活動の課題と課題解決に向

けて取り組んできたものはあるのかお伺いしま

す。

◎市民協働課長（高谷 由美子） ボランティア

活動の課題とその課題解決に向けた取組というこ

とでございますが、ボランティア団体からは、メ

ンバーの高齢化や新規の会員が集まらず、会員の

減少、固定化によって活動が広がらないといった

声や、団体活動の情報発信の機会が少なく、支援

を求める声が聞かれておりました。

これらの課題に対しまして、令和２年度は団体

のＰＲ、活動範囲や会員の拡大、団体同士の連携

などに役立ててもらうために、新たにボランティ

ア団体の情報を市のホームページなどで紹介する

取組を始めております。ホームページに掲載され

た団体の情報を見た方が活動に興味を持ち、実際

にボランティアに参加した事例もございました。

また、高校生や大学生のボランティア活動への

興味・関心が高まっておりますので、令和２年度

は一日体験ボランティアの回数を５回に増やして

実施しております。参加者には、ボランティアと

はどういうものかなどについて、ボランティア支

援センターの職員が最初に説明を行い、ボラン

ティアについての知識を得てから従事してもらっ

ており、若い世代のボランティア参加へのきっか

けづくりやボランティアへの意識の向上につなげ

る機会の提供を強化しているところでございま

す。

◎７番（石山 敬委員） ぜひ今後も頑張ってい

ただきたいと思います。

続きまして、２款１項13目、123ページ、特別

定額給付金支援事業についてお伺いします。

この給付率を見ますと全国平均よりも上回って

いるのですけれども、この給付率向上のためにど

のような対策を講じてきたのかお尋ねします。

◎地域医療課長（佐伯 尚幸） 給付率向上のた

めにどのような対策を取ってきたかということで

ございますが、まず給付方法としましては、オン

ライン申請というものがございましたが、これに

必要なマイナンバーカードを所持しておらず、ま

た市から送付される郵送による申請であれば、生

活を守るためにはこれを待てないという市民がい

らしたかと思います。一刻も早く給付金を必要と

する市民に対しまして給付するために、市独自の

方式としまして、市のホームページから申請書を

ダウンロードしていただきまして、郵送で申請す

る緊急申請を市の直営で実施しておりました。

それから、未申請の方に対しましては、チラシ

の配布をはじめ広報や市ホームページ、公式ＳＮ

Ｓ等において申請を呼びかける記事を掲載し、ま

たラジオ番組で呼びかけ、申請勧奨通知による周

知を行ったほか、高齢者など配慮を要する施設に

対しましても申請書代筆等の支援協力依頼文書を

送付しまして、申請漏れのないように努めてまい

りました。

また、市から送付した申請書が宛てどころ不明

として市に返送されてきた方につきましては、市

職員が住所地を直接訪問しまして、居住確認の上

で申請書を配付するなどの対応を行ったところで

す。◎７番（石山 敬委員） ちなみに、受給さ

れなかった方の、主には自分で要らないという理

由の方がほとんどだと思うのですけれども、それ

以外で受給しなかった方々の受給しない理由につ

いてお伺いします。

◎地域医療課長（佐伯 尚幸） 給付できなかっ

た方で辞退及び未申請のほかは、申請前に死亡さ

れた方が75世帯、75人ほどございました。また、

書類不備のままで辞退の取扱いとなった方が６世
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帯７人ございました。

◎８番（木村 隆洋委員） ２款１項11目、決算

書の119ページ、ＩＣＴ技術活用先端医療体制構

築支援業務委託料についてお伺いいたします。

説明書のほうにも書かれてはいるのですが、事

業内容及びこれまでの実績について、もう少し具

体的にお知らせください。

◎企画課長補佐（青山 洋蔵） 事業内容、実績

等についてお答えいたします。

本事業は令和元年度に着手しておりまして、初

年度はシステムの運用ルールを関係医療機関等で

共有したほか、五つの医療機関への導入支援を実

施しております。

令和２年度は、導入した医療機関での効果検証

を行うとともに、さらなる体制強化を目指して、

弘前地区消防事務組合の救急車両への導入支援を

行い、救急搬送先との連携について効果検証を実

施しております。

これまでの事業の成果としまして、効果検証を

始めました令和２年１月から令和３年６月までの

間で、病院間での連携実績が310件報告されてい

るほか、病院外での活用につきましても、医師の

呼び出しが不要となった件数が71件報告されてい

るなど、システムの活用実績が徐々にではありま

すが伸びてきております。

また、利用者に実施したアンケート調査におき

ましても、約８割の方が医師の負担軽減や診断、

または治療時間短縮に効果があったと回答してい

るほか、オンコール出勤の削減やスムーズな地域

医療連携についても、半数が有効性を感じている

という結果でありました。また、救急隊において

も、患者情報を搬送先に伝達する手段として幅広

く有効活用されている事例が多く報告されていま

す。

◎８番（木村 隆洋委員） 今のお話であれば、

弘前地区消防事務組合にも導入されたというお話

でした。この救急搬送時についての、例えば患者

の事例とかも含めて、その救急搬送時の具体的な

部分、事例も含めてお知らせください。

◎企画課長補佐（青山 洋蔵） 救急隊での活用

実績についてお答えいたします。

活用を開始しました令和２年８月から令和３年

６月までの間で207件の実績報告がございます。

内訳といたしましては、本システムを活用しまし

た脳卒中の判定結果の送信が約４割、次いで外傷

の度合い、程度を判断するための現場写真や心電

図の状態の情報が搬送先の医療機関に伝達された

ケースが多いほか、新型コロナウイルス関連の患

者搬送の際にも、コミュニケーションツールとし

て非常に有効であったとの意見も伺っておりま

す。

◎８番（木村 隆洋委員） 医者の方々の負担軽

減等も含めても、この救急体制を構築する上でも

非常に重要な事業かなと思っております。この令

和元年度から導入して昨年度も行った中で、今後

の課題についてどのように認識しているのかお伺

いいたします。

◎企画課長補佐（青山 洋蔵） 今後の課題につ

いてお答えいたします。

これまで、本事業の実績から、弘前大学医学部

附属病院を中心とした一定の病院間連携の体制づ

くりというものは整えられたと考えております。

一方で、津軽地域保健医療圏では、弘前大学病

院が中心的な役割を担いながら、西北五地域保健

医療圏からの患者の救急搬送も行われております

が、両医療圏においては、本システムを導入して

いるのは弘前大学病院を含めて市内の５病院のみ

となっております。そうしたことから、当初から

目標としておりました広域展開を目指すために

は、市内外の医療機関においてさらなる普及とい

うものが必要になってきております。津軽地域保

健医療圏に属する市外の医療機関及び西北五地域
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保健医療圏の救急告示病院につきましては、本シ

ステムの活用に係る協議会にオブザーバーとして

参加頂いておりまして、情報の共有を図っている

ところでありますが、実際のシステムの導入に当

たって、市外の医療機関に対しまして、財政面で

の導入支援をするということについては難しいも

のですから、今後は県の協力も得ながら、広域の

救急医療連携のさらなる強化を図ってまいりたい

と考えております。

◎８番（木村 隆洋委員） 議会初日の議員全員

協議会における県への重点要望、令和４年度に関

しての県への重点要望に関して、この事業の広域

的な拡大も新規事業として載せられたと認識して

おります。来年、(仮称)弘前総合医療センターが

いよいよ運用開始という中で、津軽圏域の２次救

急の拠点ができる。医者の方々の救急対応の負担

軽減、また早い段階での判別がこの事業によって

可能になってくるということは、助かる命がこれ

から増える可能性も十分あると思っております。

そういった意味では、県の協力も得ながら、ぜひ

広域に、広域市町村で連携してやる方向性を見い

出してほしいと思っております。

次に行きます。

２款１項11目、決算書119ページ、ひろさき

ローカルベンチャー育成事業についてお伺いいた

します。

先ほど越委員のほうからも委託先等のお話があ

りました。私のほうからは、この事業のこれまで

の事業成果についてお伺いしたいと思います。例

えば、当市に移住してきた方々とか、起業したと

か、そういった実績等も含めてお伺いいたしま

す。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） ひろさきローカ

ルベンチャー育成事業のこれまでの事業成果をお

答えいたします。

りんごやワイン、教育、ゲストハウス、食の分

野で起業プロジェクトが進行しておりまして、令

和３年９月現在で９名の方がそれぞれの新規創業

に向け、地域資源にフォーカスを当てたビジネス

モデルの創出とプロジェクトメンバーの活動支

援、事業拠点の運営等を行うコーディネーターと

しての業務を行っております。

実績といたしまして、教育プロジェクトに取り

組むメンバーは、若者の夢を実現させるため、新

規就農や飲食店開業に向けた伴走型支援を行い、

これまで12名の若者を支援し、うち５名が新規就

農や飲食店を開業するなど、次のステップへ踏み

出しております。また、このメンバーについて

は、令和３年５月に農業法人を立ち上げ、ニンニ

クの生産・加工・販売に取り組むとともに、新規

就農に意欲のある若者に対し、農業経営の知識・

技術を習得させ、将来的な独立就農を促す環境づ

くりを実施しているほか、りんご産業プロジェク

トに取り組むメンバーについても、自らりんごを

生産し、りんごをコンテンツとしたイベントの開

催、情報発信等を行うほか、新規就農するりんご

農家をフォローするための農業法人を令和３年８

月に設立しております。

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、木揚公明。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 私からは、２款

１項１目、決算書82ページ、委託料の各種研修、

職員研修と書きました。

昨今、随分事務ミスが多発しているという印象

を持っておりまして、決算書を見ながらこの職員

研修がおよそ16項目くらいですか、ずらっと書か

れております。こんなに研修を受けているのに、

何でミスがいっぱい多発するのだろうというのが

素朴な、純粋な気持ちです。一体どういう研修を

受けてきているのだろうかという疑問から質疑に

立たせていただきました。

まず、予算に書かれている研修項目あるいは説

明書に書かれている研修項目以外にも研修項目は
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あるのでしょうか。あったのでしょうか、昨年

度。

◎人事課長（堀川 慎一） 職員研修についてで

ございます。

決算説明書のほうに載っております研修につい

ては、これは全て委託で研修をお願いしている部

分がここにありまして、あとはさらに直営でやっ

ている部分がございます。内部研修については、

全部で70の内部研修を実施してございます。

◎１６番（小田桐 慶二委員） ちょっとびっく

りしました。全部で70項目の研修内容があると。

それぞれ対象となる方は別れるのでしょうけれど

も、まずそこで、これは全体的な話です。一つ一

つの項目ではなくて、各種研修の成果としての総

括を、どう総括してらっしゃるのか。昨年度ので

す、それお聞かせください。

◎人事課長（堀川 慎一） 研修の成果という部

分でございます。

まず、研修の受講者ですけれども、内部研修で

階層別の研修が延べ412人、特別研修が延べ624人

ということで、内部研修では1,036人が受講して

ございます。

成果でございますけれども、研修の実施後には

受講者全員から受講報告書を提出してもらってご

ざいます。その中で、受講して学んだこと、業務

に生かせるポイントなどについて報告を受け、研

修成果を把握してございます。例えば、コンプラ

イアンス研修は新採用職員、あとは新任係長級職

員、課長補佐級職員を対象にしてございますが、

受講者からは常に緊張感を持って職務を執行した

い、コンプライアンス違反は一個人では収まらな

い問題となるため、気をつけて業務を進めていか

なければならないといったリスク管理に対する意

識向上につながっており、研修の成果であると考

えております。

また、研修を受けた時点での成果、これは研修

を受けてすぐの成果でございますけれども、実際

にその後の業務にどのように生かされているかと

いうことを把握するために、一部の研修において

ですけれども、研修から３か月後に成果がどう

なったのかということも職員に聞いております。

その結果としましては、研修で学んだ知識やスキ

ルを実践する機会があったと回答した職員が

82％、またそれを業務で発揮することができたと

回答した職員が85％となっておりまして、アン

ケートからになりますけれども、研修の効果は

あったものと考えております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 研修の効果は

あったものと。今の課長の説明ですと、いわゆる

ＰＤＣＡサイクルとして、３か月後にアンケート

を取ったり、聞き取りをしたりということをやっ

ているということで相対的に効果はあったものと

今、答弁ございました。

私、今の答弁で一つ疑問に思ったのは、研修を

受けた本人にももちろんＰＤＣＡサイクルでどう

だったかというのを聞くことも大事ですけれど

も、その職場の同僚なり上司がどう受け止めてい

るかと。さすが研修を受けてきた彼だなと、こう

いうところで効果を発揮できているなというとこ

ろは聞いていないのですか。

◎人事課長（堀川 慎一） 先ほど、研修の受講

の報告書を研修終了後に受講者本人から上げてい

ただくという説明をしましたけれども、その中で

管理監督者、その課の所属長がそれに対してコメ

ントをしている、それも一緒に上げてもらってご

ざいます。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 細かいことをつ

つくわけではないのですが、それは研修が終わっ

て、本人の感想・決意も含めて報告書を書いても

らって、それに対して上司もコメントを書くとい

うことでしょうけれども、それ以降、仕事をして

頂いて、現場のそういう、本人の仕事ぶりをどう



－ 305 －

周りが評価しているかということをきちんと把握

することも大事だと私は思うのです。これは意見

で終わります。

そして、70項目に及ぶ研修項目で、先ほど延べ

何人という話をしておりましたけれども、実際こ

の項目に対してはこういう人が対象だというのが

ありますよね。そうすると、その対象となるう

ち、実質何人がこの研修に参加しているのかとい

うことが、私は大事になってくると思うのです

よ。これ各研修も含めて、全体的にその辺の参加

している対象となる人は、何割程度参加している

と認識していますか。それは、満足すべきもので

すか。

◎人事課長（堀川 慎一） 研修も役職ごとに実

施している階層別研修というのがまず一つござい

ます。そちらは、各階層に昇任したときに原則と

して対象者全員に受講してもらっております。

もう一つが特別研修といいまして、対象者を限

定していない研修でございます。それは、研修科

目も様々ございまして、職員それぞれが自身の業

務との関連性を踏まえまして、希望する職員が受

講しているという状況で、実際に何割の職員が受

講しているかというところは少し、答えを持って

ないというところです。ただ、研修によっては定

員に満たない研修というのもございますので、人

事課としてはより多くの職員に受講していただき

たいと思っております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 分かりました。

いずれにしても、この70項目ある研修内容をや

はり担当課としては参加者の状況、あるいはそれ

以降の仕事ぶりの把握、その点をやはりしっかり

見ていくような体制は取らなければいけないと思

うのです。

先ほど蛯名委員も、事務処理ミスに絞った研修

項目があるのかと、それはないという答弁でした

ね。これはないならないで、これまでも、昨年度

だって大なり小なり事務ミスはあったと思うので

す。事務処理ミスが起きたときに、なぜ起きた

か、その原因何か、そしてそれを解決するために

は何が必要かというのを検証する人は誰ですか。

◎人事課長（堀川 慎一） 事務処理ミスの関係

ですけれども、事務処理ミスが発生した原因、あ

とは未然に防げなかった原因等をしっかり……。

事務処理ミスが発生したときには、担当課にも

言って、そこは検証して頂いて、作業手順の見直

し、事務処理マニュアルの改良、そういったこと

を実施しております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 大体、おっしゃ

ることは分かるのです。当然、やはりミスを起こ

した現場の人たちが、なぜこうなったのだろうと

いう問題意識を持って取り組まなければいけな

い。これがまず一番です。そこの担当の管理者が

責任を持って取りまとめをするということなのだ

ろうと思うのですが、そういう取組をしてきたの

にもかかわらず同じミスが多発しているという実

態があるわけです。これは、私も民間の時代が

あったし、様々ミスも犯してきましたよ。社長か

ら厳格に叱られて、給料カットになったときもあ

りました。大体そういうものなのですよ。そうい

う緊張感を持たせなければいけないという、私は

問題意識があります。

そういうことから、令和２年度の様々研修を踏

まえてきて、先ほどは新たにリスクマネジメント

研修を実施している、今年度からやっているとい

うことでありました。それはそれで分かりまし

た。そういうことで、スキルアップのために、で

きるだけミスを犯さないために、よく言われるの

は、人がやっているのだから、ミスがあって当た

り前だという考え方もあります。それは確かにそ

うです。だけれども、それを少しでもゼロに近づ

けていく取組は必要ではないかと、必要だと思う

のです。
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そういう意味から、この70項目に及ぶ職員研修

の在り方、それから先ほど蛯名委員からもあった

事務処理ミスの防止の研修、こういうものをもう

一度、令和２年度の実績を踏まえて見直しすると

きではないかと思いますので、その点をよろしく

お願いします。以上で終わります。

◎１７番（鶴ヶ谷 慶市委員） 私は、２款１項

７目、決算書109ページ、放置自転車対策事業、

説明書の55ページです。

まず、決算書のほうでは、放置自転車対策の委

託料は295万4000円、説明書のほうでは611万円と

なっておりますけれども、多分これ、決算書のほ

うは、この295万4000円プラスアルファで何かあ

るかと思います。その違いは何かをまずお知らせ

ください。

◎地域交通課長（小山内 孝紀） 自転車放置対

策事業についてでございますけれども、説明書に

書いております611万円の中には決算書の放置自

転車対策業務委託料の295万4000円のほかに、自

転車放置防止指導員ということで務めております

会計年度任用職員２名の人件費等と、それからＰ

Ｒ用のチラシ等の需用費、こういったものがあり

まして、トータルで611万円ということになって

ございます。

◎１７番（鶴ヶ谷 慶市委員） 分かりました。

さて、ちょっと前々年度、令和元年度の同じこ

の対策事業では、私調べてみましたら、撤去台数

が78台、それから返還台数が47台で、令和元年の

決算では720万円となっております。前年、令和

２年度は、撤去台数が32台で返還台数が11台で

611万円と、先ほどのもろもろの経費も含めた金

額かと思います。元年度に比べて３分の１の金額

なのです。決算額では100万円の減ですけれど

も、この相違について説明をお願いします。

◎地域交通課長（小山内 孝紀） 放置自転車の

撤去台数等の減少と事業費の減少が連動していな

いようなところの御説明ですけれども、事業費の

主なものが自転車放置防止指導員の人件費と、そ

れからこの指導員の補助業務を行う業務委託料が

主なものになっていることもございまして、放置

自転車の撤去台数等に応じて変動する費用でない

ということもありまして、事業費が大きく減額し

ていないというところが理由でございます。

ただ、そのような中で、104万円事業費が減額

となった主な理由といたしましては、令和元年度

までは、撤去した放置自転車の保管と、それから

返還を城西大橋下の保管所でやっておりました。

ただ、撤去した駅前から遠いとか、そういったよ

うなことで、やはり市民にとっては引取りが不便

であったというようなところもございまして、令

和２年度からは、撤去した放置自転車の保管・返

還業務を、現在、完全利用料金制で指定管理して

おります弘前駅中央口駐輪場のほうに業務を変更

したことで、保管・返還に関する業務委託料が不

要となりまして、その分が減額になったというこ

とが主な理由になっております。

◎１７番（鶴ヶ谷 慶市委員） 続いて、２款１

項９目、決算書の117ページです。説明書57ペー

ジです。

この中で、一般コミュニティ助成事業費補助金

とありまして、四ツ谷町会と小比内あすなろ町

会、事業内容が除雪機等の整備とあります。

「等」とは、これ除雪機だけの整備費には多分こ

んなにかからないと思います。240万円も出せば

新車で買えると思うのですけれども。この除雪機

等とありますけれども、この「等」とは、何なの

か。何に補助をしたのかをちょっと詳しくお知ら

せください

◎市民協働課長補佐（村田 善彦） 一般コミュ

ニティ助成事業費補助金への御質疑にお答えしま

す。

令和２年度の一般コミュニティ助成事業には、
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四ツ谷町会と小比内あすなろ町会が採択されまし

て、両町会とも除雪機のほか、町会活動に必要な

備品を新たに整備したところでございます。四ツ

谷町会では、主なものとして会議資料等を作成す

るためのパソコンやプリンター、また小比内あす

なろ町会では、町会行事で使用するためのテント

やアルミ製リヤカーを整備しております。

◎１７番（鶴ヶ谷 慶市委員） 除雪機の整備の

ほかに、そのほかいろいろ町会で使うものに対し

て助成していると、補助金を出していると。分か

りました。

これ、何でも助成対象、町会の助成対象、何で

もなるのですか。

◎市民協働課長補佐（村田 善彦） こちらに関

しては、一般コミュニティ助成事業の対象となる

ものが、コミュニティー活動に直接必要な設備の

整備となっておりますが、乗用の草刈機などの車

両や中古品の購入、既存の設備の修理等につきま

しては助成の対象外となっております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私のほうは、３項

目がございます。

まず、２款１項１目、85ページ、委託料、Ｗｉ

－Ｆｉ環境整備事業に関してお聞きします。ま

ず、これに関しては、利用者数と課題及び解決法

についてお聞きします。

◎情報システム課長（羽場 隆文） Ｗｉ－Ｆｉ

の利用者数と課題ということですけれども、利用

者数は全部で25施設、70アクセスポイントありま

すが、15万9162件ございました。課題といたしま

しては、このような25施設に利用されております

けれども、中には利用頻度が低い施設もございま

すので、機器の移設など有効活用していかなけれ

ばならないと考えております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私は一番課題だと

思っているのが、やはりＷｉ－Ｆｉの環境です。

今、はっきり言って５Ｇの時代にもう入ってき

て、普通の通信でもかなりしっかり入ってきま

す。そういう意味では、場所によっては

Ｗｉ－Ｆｉを使うと非常にストレスがたまる場所

がまだたくさんございます。ですから、この辺を

やはり解決していくことが、観光であるとか、あ

るいは様々なＩＣＴとか、デジタル化とか、いろ

いろなことに、大きく影響をしていくと思いま

す。その辺に関してどのようにお考えでしょう

か。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 今、委員

おっしゃるとおり、５Ｇになれば速度も早くな

り、様々なものの利用のストレスとかがなくなっ

てくると思います。確かにＷｉ－Ｆｉにつきまし

ても、５Ｇの環境が整備された場合、それに対応

したスマートフォンとかモバイルＷｉ－Ｆｉとか

の速度もかなり早くなると考えられます。ただ

し、今現在設置しています「ＨＩＲＯＳＡＫＩ Ｆ

ｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ」とかは、その５Ｇにする場

合、機器の見直し等が必要になってまいりますの

で、もう少しその環境ができるかどうかを見極め

ながら検討を進めていかなければならないかと

思っております。

◎１１番（外崎 勝康委員） とにかく、その辺

を意識をして、新しい技術を常に模索しながら、

取り入れながら、市として頑張っていただければ

と思います。

最後に確認したいのが、Ｗｉ－Ｆｉの災害時の

設備運用に関してどのようにお考えかお聞きした

いと思います。

◎情報システム課長（羽場 隆文） Ｗｉ－Ｆｉ

の災害時の対応ということですけれども、今現

在、国のほうでも、これまでは観光から防災のほ

うにＷｉ－Ｆｉの環境整備ということは言われて

きております。ただし、やはり避難所とかの電源

とか、様々なちょっと事情もございまして、その

辺をもう少し検討していかなければならないと
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思っております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私は前に、災害時

の避難所のＷｉ－Ｆｉ環境の資料を提供したと思

うのですが、その辺はどのような検討をされたか

お知らせいただけますか。昨年度お渡ししていま

した。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 昨年度、委

員から頂きました資料は、防災課のほうにお渡し

しております。その際も、今度こういうふうなこ

とで避難所にも防災つけられるようになったよな

という話で打合せとかはしたのですが、まだなか

なかちょっと、避難所とかには整備するのは

ちょっと難しいなという検討結果となっておりま

す。

◎１１番（外崎 勝康委員） とにかく、やはり

災害時においてますます通信というのが非常に大

事になっていきます。今、例えば人が入ってきた

ときの認識とか、顔認識によってその避難所の運

営ができて、そうやって誰がどこにいて、どうい

うふうになっているのかというのが、しっかりシ

ステムで管理できるとか、そういったものも世の

中どんどんできてきてますので、そういう

Ｗｉ－Ｆｉの環境というのは、観光だけではなく

て人の命を守っていく大きな今度、そういうシス

テムになっていきますので、その辺は庁舎として

しっかりと、何とか皆さんと連携しながらきちん

としたものをつくり上げていただければというこ

とで、これは意見として申し上げますので、よろ

しくお願いいたします。

その次に、ＩＣＴ活用事業に関してお聞きしま

す。これは、先ほどちょっといろいろ質疑ありま

したけれども、活用内容と効果と課題については

さっきお話ししましたので、このＩＣＴが当市と

して目指すもの、今回のコロナ禍においてＩＣＴ

に関して今回進めたということなのですが、コロ

ナ禍においてこのＩＣＴ事業として目指すものと

いうのは、今現在、ＩＣＴ事業についてどのよう

にお考えになったのかお聞きしたいと思います。

◎情報システム課長（羽場 隆文） まず、コロ

ナ禍でのＩＣＴ活用についてどのように考えたの

かということですけれども、テレワークとテレビ

会議について、まずは人との触れ合いする場を少

なくしようということを観点に進めてきておりま

した。テレワークにつきましては、先ほどもお話

ししましたとおり、15台の追加を行って現在20台

で運用しております。また一方で、テレビ会議と

いうふうな利用も考えておりまして、先ほどの20

台もこのテレビ会議でも利用できるようにしてお

りまして、昨年の利用状況としては642件の2,143

時間使われておりまして、その利用用途としまし

ては、国や県、他市町村、民間事業所との打合

せ、会議、説明会、オンラインの研修などでの利

用が主なものとなっております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 分かりました。や

はりＩＣＴ事業というのが、今コロナ禍におい

て、働き方改革ということで随分加速化したと思

うのです。ですから、このＩＣＴ事業と働き方改

革ということに関してどのようにお考えなのかお

聞きしたいと思います。

◎人事課長（堀川 慎一） 働き方改革の点での

テレワークの活用ということですけれども、現時

点では感染症対策での活用に重点を置いて、まず

は運用を行ってございます。テレワークの活用の

拡大については、現在、その運用内容について検

討を進めてございます。今年度に入りまして、国

から示されたテレワーク推進のための手引、あと

それに基づく説明会、そういったものも参考にし

ながら、在宅型のテレワークの対象職員の範囲、

条件、申請手続などについて、今現在、精査を

行っているところでございます。

◎１１番（外崎 勝康委員） 本年度に入ってき

ているのでこれ以上質疑しませんけれども。要
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は、やはり今、行政においていわゆる働き方改

革、特にＩＣＴに関して非常に遅れているという

ような意見がございます。ですから、そういう意

味では今後、ＩＣＴを使った様々な組織としての

連携の取り方、会議の持ち方、また時によっては

外部組織とのＩＣＴでの連携の仕方、いろいろな

多角的なものがＩＣＴによって大きく、行政もあ

る意味では世界とのネットワークもできますの

で、そういう意味では必要な課題に対してそう

やって、職員もこれからどんどん、国内だけでな

くて海外にも出ていくことがあると思います。そ

ういった部分を含めて、時代を開くＩＣＴ事業と

して様々研究していただければと思っておりま

す。意見として申し上げます。

その次に、２款１項４目、市立病院・旧第一大

成小学校跡地活用検討事業についてお聞きしたい

と思います。

この中に、まず最初に専門家等協議というのが

あるのですけれども、その内容、設置目的、構成

員、協議内容、またどのような意見が出されてい

るのか、それをちょっとお聞きしたいと思いま

す。簡潔にお願いいたします。

◎企画課長（白戸 麻紀子） まず、市立病院・

旧第一大成小学校跡地活用検討事業の専門家等協

議でございます。こちらは、活用策の検討や事業

の手法、それから国の支援事業など、専門性の高

い案件に対する意見の聴取などを目的に設置した

ものです。

構成員は、これまで同等の事業に携わるなど幅

広い知見を持つ弘前大学大学院地域社会研究課

長、それから国土交通省東北地方整備局建設部都

市・住宅整備課長、独立法人都市再生機構東北ま

ちづくり支援事務所所長、それから株式会社前川

建築設計事務所所長の４者となっております。

協議した内容なのですけれども、昨年度４回開

催しております。基本構想の根幹となる活用の基

本的な考え方、それから整備の方針、導入機能や

活用イメージ等の整理のほかに、事業手法の検

討、活用が想定される国の支援事業等、それから

市立病院の老朽化調査の結果についてなどを協議

しました。

このほか、４回のほかにも随時相談するなどし

て意見を伺っております。主な意見といたしまし

ては、市民等懇談会の意見を踏まえまして、健

康、交流、学びといったキーワードを導き出した

ほか、市立病院の内部空間と、それから旧第一大

成小学校跡地の外部空間を連携してうまく使うこ

とが大事であるという御意見、それから市立病院

の１階部分、ここは市民のサードプレイスとして

有効活用することで、健康づくりのまちなか拠点

としては健康意識の低かった人の意識向上のきっ

かけになるのではないか、それから広場のにぎわ

い創出のためには、飲食店など日常的に集客が期

待される場も必要などの意見が出されまして、こ

ちらは基本構想の素案のほうに反映させておりま

す。

◎１１番（外崎 勝康委員） 今の内容というの

は、情報というのは開示されているのでしょう

か。

◎企画課長（白戸 麻紀子） 基本構想の素案、

パブリックコメントを実施しておりまして、その

中に専門家等協議での主な意見ということで記載

しております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 分かりました。あ

りがとうございます。

それと、その他事務費の内容についてどういっ

た、事務費の内容について、その主な内容を教え

ていただければと思います。

◎企画課長（白戸 麻紀子） その他事務費とし

まして、旅費が５万3000円、役務費が1万5000円

となっております。旅費については、令和２年６

月にオープンしました八戸市総合保健センターを
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職員６名で視察しておりまして、こちらの旅費、

それから役務費につきましては、各種会議の開催

に伴う郵便代となっております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 八戸市総合保健セ

ンターに行かれたということで、その６名という

のは、お名前はどなたでしょうか。

◎企画課長（白戸 麻紀子） ６名－－企画部

長、私、それから企画課の職員３名、そのほか健

康増進課１名となっております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 行かれた視察の結

果とか、どのように感じたとか、それをどのよう

にこの弘前市の(仮称)弘前総合保健センターにつ

なげていこうかと思われたのか、その辺をちょっ

とお話ししていただければと思います。

◎企画課長（白戸 麻紀子） まず、八戸市の総

合保健センターなのですけれども、総合的な医療

健康対策の拠点として八戸市が整備したもので、

複合施設でございます。子供の健診や急患診療所

等の保健医療福祉関係の機能を集約しておりまし

て、市が検討していた内容と共通する部分がある

ことから視察を実施したものでございます。

当該センターの１階部分なのですけれども、

様々な交流を促すようなホールというか、開放的

な空間となっておりました。それから、急患診療

所につきましては、感染症罹患者への対応とし

て、一般の利用者との動線を別にしているなど、

参考とすべき点がありました。このほかにも、子

供の支援センターですとか介護予防センター、そ

ういったものが入っておりまして、機能としては

デジタル機能を活用した先端のシステムというふ

うに感じました。

一方で、我々が視察をしたときは午後一という

か、お昼過ぎの時間帯に伺ったのですけれども、

健診の時間は午前中なのかなということもあった

のですが、利用されている市民の姿をあまり見か

けなかったというところがあります。こちらの総

合保健センターは中心部ではなくて比較的市の郊

外のほうに位置するということも要因かなと考え

ました。

そういったことを受けまして、今後私たちが整

備を進めていく(仮称)健康づくりのまちなか拠点

というところになりますけれども、こちらについ

ては、健康・医療・福祉の機能を中心にしまし

て、多世代の交流、多様な学びなどの機能を集約

しまして、朝から夜まで市民が訪れる、市民でに

ぎわっている、そこへ来て健康の取組が展開され

る、そういう場所にしていきたいなと感じており

ます。

◎１１番（外崎 勝康委員） 確かに弘前のよさ

というのはいろいろあるかと思います。それで最

後にお聞きしたいのが、この八戸市総合保健セン

ターの建物の仕組み、役割と、弘前市が今目指し

ている(仮称)弘前総合保健センターの建物の機能

とか仕組みとか、その辺の一番何が違うのかなと

いうのを、皆さんが行って感じたことがもしあれ

ば、ぜひともお話しいただければと思います。

◎企画課長（白戸 麻紀子） まず、八戸のセン

ターにつきましては、医療、健康対策、福祉部門

も入っておりましたが、そちらを中心に、どちら

かというと交流ではなくて、その健診、介護予

防、それぞれの目的が独立しているような形に感

じております。我々が目指してるものにつきまし

ては、健康・医療・福祉、それから学び、交流、

そういったものを総合的に連携をさせて健康づく

りのまちなか拠点として市民の健康寿命の延伸を

図っていくという点で、それぞれの機能を効果的

に生かしていきたいというふうに、八戸のその事

例を見て感じたところです。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私がこの八戸市と

弘前市の違いに関して思ったことを最後に述べて

終わりたいと思います。

八戸市の総合保健センターは、やはり構想に８
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年間かけて造り上げております。その構想という

のは、やはりやりたいこと、つくりたいこと、そ

のことを全部最初に決めて、そういったことを、

やりたいことを明確にした上で、そのやりたいこ

とをベースにして建物を造り上げています。です

から、かなり大がかりな大きな組織、またその中

には、包括の中心的なセンターもありましたし、

また子育てにおいても、相談センターが本当にか

なり充実したセンターがあって、そういう意味で

は本当にどこまでもやりたい、つくりたい組織を

つくり上げたなと思っております。私、弘前市の

総合保健センターというのは、やはり旧弘前の建

物を活用してやるということで、ある程度決まっ

たエリアの中でやっていくということに対して、

私はそこが大きく違うのだなと思います。

弘前市の場合は、ほかの市町村から見ても、子

育てとか非常に弘前市は進んでいると言われてお

ります。そういった総合的な部分も、私はぜひと

もできればなと思いました。ですから、そういう

弘前市が本当にやりたいこと、やりたいことを全

てできるようなセンターができればなと思って、

それが大きな違いであるなと感じた次第でござい

ます。

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、さくら未

来。

◎１番（竹内 博之委員） 私が通告しておりま

した２款１項１目のＩＣＴ活用事業なのですけれ

ども、ほかの委員の方も取り上げていたので、意

見だけちょっと申し述べたいと思います。

私も外崎委員と同じようなニュアンスで質疑し

ようと思っていて、今回のこのＩＣＴ活用事業と

いうのは、あくまでハード部分の整備をしたとい

うことで、それが多分事業の目的ではないはずな

のですよね。整備したハード機器を職員がどのよ

うに活用して、いわゆる働き方、多様な働き方を

実現するとか、先ほどコロナ対策へ今はやってい

るという話でしたけれども、今はルールとかを詰

めているというところだったのですけれども、や

はり職員にとってＩＣＴを使いやすい業務とかと

いうのは、私、一般質問でも話したのですけれど

も、やはり業務の棚卸しというのも必要ですし、

その多様な働き方を実現するためには、いわゆる

こういうケースの場合はテレワークでもいいのだ

よというＱ＆Ａみたいなものを示すことも必要だ

と思いますので、機器を整備して終わりではなく

て、設備ですので、設備は利用率を上げないと意

味をなさないので、ぜひその点についてもしっか

り検討しながら、前向きに進めていただきたいと

思います。

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、無所属。

◎２番（成田 大介委員） 私からは、２款１項

１目、説明書の38ページ、39ページ、職員研修の

中の、先ほどからるる質疑がありましたけれど

も、この中で中級マネジメント、ＯＪＴ、アン

ガーマネジメント研修の各研修の内容、これはＯ

ＪＴというのは、これはオン・ザ・ジョブ・ト

レーニングでしょうから、庁内でのあれなので

しょうけれども、どのような形で、時期で実施し

ているのかというのをお聞かせください。

◎人事課長（堀川 慎一） 三つの職員研修の内

容でございます。

まず一つ目の中級マネジメント研修は、新たに

課長補佐級に昇任した職員を対象に実施してござ

います。組織管理というものを念頭に、所属の方

針を進めるための判断力、決断力、先見性などの

能力と、所属を管理する意識の向上を目指すもの

であります。研修では、管理者に期待される役

割、職場を取り巻く状況把握、職場の現状把握、

これからの職場づくりに向けてという大きく四つ

のテーマに分けて学んでございます。

続いて、ＯＪＴ研修です。ＯＪＴ研修について

は、職場での実践を通じて業務知識を身につける
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教育手法ということで、当市では新規採用職員に

はトレーナーとサブトレーナーを配置してござい

ます。両者が連携して新規採用職員を教育してい

くこととしてございます。そのため、トレー

ナー、サブトレーナー、そして新規採用職員もＯ

ＪＴというものを理解しないといけないというこ

とで、それぞれに研修を実施してございます。ま

ず、トレーナーとサブトレーナーの研修では、Ｏ

ＪＴとは何か、指導者に何が求められるか、最近

の若者の価値観や人間のモチベーションを理解す

る、上手に伝える手法、上手に引き出す方法など

について学んでおります。そして受けるほう、新

規採用を対象としたＯＪＴの受け方研修、そこで

もＯＪＴとは何か、仕事の基本である報連相を再

確認、言いたいことを上手に言える上手なコミュ

ニケーションなどといったことを学んでございま

す。

そして最後に、アンガーマネジメント研修でご

ざいます。この研修は、課長級、課長補佐級職員

を対象に実施しているものでございます。ハラス

メントがなぜ起こるか、自己の怒りの傾向とコン

トロール方法を学ぶことで、様々な場面で冷静に

対処できる対応力を身につけ、スムーズな組織運

営を促進することを目的として実施しているもの

でございます。

◎２番（成田 大介委員） ありがとうございま

す。

この研修というのは、例えばＯＪＴ研修であれ

ば、何かそういう研修会社か何か、そういうとこ

ろからのソフトみたいなのがあってやっているの

か。また、ほかのものに関しては、外部からの講

師とかというのは招いてやることはあるのかお聞

かせください。

◎人事課長（堀川 慎一） 先ほどの三つの研修

－－中級マネジメント研修、ＯＪＴ研修、アン

ガーマネジメント研修は外部の講師にお願いして

実施してございます。

◎２番（成田 大介委員） 再質疑の最後で、特

にＯＪＴ研修というのは、職場、現場を通じて学

んでいくというようなところでございまして、こ

れについては最大の成果というものはありました

でしょうか。

◎人事課長（堀川 慎一） ＯＪＴ研修でござい

ます。こちらの研修も、研修終了後、受講者から

受講報告書を提出してもらってございます。その

中では、満足度、理解度は高くて、今後の業務に

生かせるといった回答が多くございました。ト

レーナーのほうですけれども、人を上手に使い、

上手に育てることが重要である、その使い方、育

て方は、初めは誰も経験もスキルもないので、大

事な研修だと思う、かける言葉の使い方次第で与

える印象、影響、効果に大きな違いがあり、これ

まで意識せずにコミュニケーションを図ってきた

ことを実感したとあります。また受ける側のほう

の意見ですけれども、ＯＪＴの趣旨を理解でき、

今後の業務に生かせる内容が非常に多かった、研

修を生かし、組織の一員として成長していきたい

といった意見がございました。

◎２番（成田 大介委員） この弘前市では、人

材育成基本方針というのが令和元年度からあると

いうことで、これを見ていくと、本当に人材の

「ざい」は材料の「材」ではなくて財産の「財」

だとか、本当にどこかの研修の会社のお言葉かな

というのもたくさんあります。

何で今回この質疑をしたかというと、やはり今

までのもろもろのそういう遅れであったりとか報

告漏れであったりというのは、やはりコミュニ

ケーション不足があったのではないかというよう

なことがよく言われておりました。さらには、や

はり理事者であったり、課長級の皆さんが、報連

相を徹底するということを言われているようで

は、ちょっと私は駄目なのかなと思っています。
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なので、このＯＪＴ研修に関しては徹底して、コ

ミュニケーションも含めて、今後も精度を上げて

いってほしいなと思います。

◎委員長（工藤 光志委員） 以上で、通告によ

る質疑は終了しました。

お諮りいたします。

審査の途中ではありますが、本日の審査はこれ

までにとどめ、明15日、引き続き２款総務費から

審査することといたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認

め、明15日、引き続き２款総務費から審査するこ

とに決定いたしました。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 以上をもって、本

日の日程は終了いたしました。

次の予算決算常任委員会は、明15日午前10時開

議といたします。

本日は、これをもって散会いたします。

〔午後 ４時４４分 散会〕


